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 HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド
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【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
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米ドル・クラス受益証券について、５億米ドル(560億2,500
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 (ⅱ)　HSBC GH ファンド

米ドル・クラス受益証券について、５億米ドル(560億2,500
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場の仲値(１米ドル＝112.05円および１ユーロ＝132.81円)による。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

　平成30年１月31日に半期報告書を提出いたしましたので、平成29年10月31日に提出した有価証券届出書（以下

「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、英文目論見書の改訂に伴い、原

届出書の記載事項のうち一部の事項に訂正の必要が生じましたのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出する

ものです。

　なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、

訂正前の換算レートとは異なっております。

 

２【訂正の内容】

 

（１）半期報告書の提出に伴う原届出書の訂正

 

半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。

原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。

 

原届出書 半期報告書 訂正の方法

第二部　ファンド情報
第１　ファンドの状況
１　ファンドの性格
（３）ファンドの仕

組み
③管理会社の概要

③　資本金の額 ４　管理会社の概況 （１）資本金の額 更新

５　運用状況

（１）投資状況

１　ファンドの運用
状況

（１）投資状況
①資産別および

地域別の投資
状況

更新

（２）投資資産
（１）投資状況

②投資資産
更新

（３）運用実績 （２）運用実績 追加

（４）販売及び買戻
しの実績

２　販売及び買戻しの実績 追加

第３　ファンドの経理状況
１　財務諸表

 
３　ファンドの経理状況

 
追加

第三部　特別情報
第１　管理会社の概況
１　管理会社の概況

（１）資本金の額

４　管理会社の概況

（１）資本金の額 更新

２　事業の内容及び営業の概況
（２）事業の内容及

び営業の状況
更新

５　その他 （３）その他 追加

 

＊　半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５　管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま

す。）

 

　　次へ
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１　ファンドの運用状況

HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド(HSBC Portfolio Selection Fund)(以下「セレクション・

ファンド」という。)の各ファンド(HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンドおよびHSBC GHファ

ンド)の運用状況は、以下の通りである。

 

（１）投資状況

①　資産別および地域別の投資状況

(ⅰ)HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンド

(平成29年11月末日現在)

資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(％)

投資信託

ケイマン諸島 45,157,315.61 80.89

バミューダ 5,783,491.57 10.36

英領ヴァージン
諸島

4,056,040.50 7.27

小計 54,996,847.68 98.52

現金その他の資産（負債） 825,517.36 1.48

合計（純資産総額）
55,822,365.04
(6,255百万円)

100.00

(注)　投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

 

(ⅱ)HSBC GH ファンド

(平成29年11月末日現在)

資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(％)

投資信託

ケイマン諸島 1,656,657,331.72 83.74

アイルランド 133,168,751.24 6.73

バミューダ 99,414,338.49 5.03

英領ヴァージン
諸島

76,478,988.62 3.87

小計 1,965,719,410.07 99.36

現金その他の資産（負債） 12,578,164.39 0.64

合計（純資産総額）
1,978,297,574.46
(221,668百万円)

100.00
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②　投資資産

（イ）投資有価証券の主要銘柄

(ⅰ)HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンド

(平成29年11月末日現在)

順
位

銘柄 国名 種類
保有株数
(株)

取得原価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
比率
(％)単価 金額 単価 金額

1
Two Sigma Spectrum Cayman Fund,
Ltd. - Class A2 Series Benchmark 3

ケイマン
諸島

投資
信託

2,119.62 3,090.36 6,550,395.29 3,290.92 6,975,507.29 12.68

2
Two Sigma Eclipse Cayman Fund,
Ltd - Class A2 Series Benchmark

ケイマン
諸島

投資
信託

1,117.59 1,802.09 2,014,004.94 5,231.75 5,846,972.32 10.63

3
Millennium International, Ltd. -
Class FF Sub.Class III Series 01A

ケイマン
諸島

投資
信託

2,291.01 1,665.78 3,816,314.41 2,058.59 4,716,241.99 8.58

4
GSA International Fund Limited -
Restricted sub-class

ケイマン
諸島

投資
信託

19,301.32 188.33 3,634,927.50 235.32 4,541,894.85 8.26

5
Davidson Kempner International
(BVI), Ltd. - Class C Tranche 4 -
01Jan17 (MAA)

英領
ヴァージ
ン諸島

投資
信託

38,000.00 100.00 3,800,000.00 105.97 4,026,818.75 7.32

6
KLS Diversified Fund, Ltd. - Non-
voting Participating Sub-class 2
FF Series 1 - January 2009

ケイマン
諸島

投資
信託

2,057.29 1,501.54 3,089,097.52 1,797.19 3,697,341.02 6.72

7
PDT Fusion Offshore Fund, Ltd. -
Class A NNI Series 1 - July 2012

ケイマン
諸島

投資
信託

29,844.55 100.00 2,984,455.20 123.56 3,687,638.01 6.71

8
Palmerston Credit Feeder Fund
Limited - Class A Series 01/2017

ケイマン
諸島

投資
信託

33,891.45 100.00 3,389,144.72 106.19 3,598,834.02 6.54

9
Horizon Portfolio I Limited - USD
Voting Shares

ケイマン
諸島

投資
信託

10,637.20 300.41 3,195,554.46 309.54 3,292,596.65 5.99

10
Laurion Capital Ltd - Class A-R
Initial-R

ケイマン
諸島

投資
信託

780.53 3,270.63 2,552,814.70 3,864.69 3,016,494.94 5.48

11
HBK Multi-Strategy Offshore Fund
Ltd. - Class A Sub Class B Series
11-17

ケイマン
諸島

投資
信託

3,000.00 1,000.00 3,000,000.00 989.15 2,967,458.70 5.40

12
Tewksbury Investment Fund Ltd. -
Class B

バミュー
ダ

投資
信託

141.82 19,960.77 2,830,772.55 19,703.34 2,794,264.61 5.08

13
OZ Overseas Fund II, Ltd. - Class
L Prime Series 136

ケイマン
諸島

投資
信託

2,054.03 － 0.00 1,278.89 2,626,874.64 4.78

14
Renaissance Institutional
Diversified Global Equities
Offshore Fund L.P. - LP Series A

バミュー
ダ

投資
信託

2,131,983.35 0.96 2,052,320.32 1.16 2,482,476.96 4.51

15

Renaissance Institutional
Diversified Global Equities
Offshore Fund L.P. - Sub USD Nov
17

バミュー
ダ

投資
信託

500,000.00 1.00 500,000.00 1.01 506,750.00 0.92

16
OZ Europe Overseas Fund, Ltd. -
Class C Series (MAA) Apr 17

ケイマン
諸島

投資
信託

1.00 162,960.03 162,960.03 158,754.14 158,754.14 0.29

17
OZ Overseas Fund II, Ltd. - Class
M Prime Series (MAA) Apr 17

ケイマン
諸島

投資
信託

1.00 32,639.90 32,639.90 30,707.04 30,707.04 0.06

18
AG Super Fund International Ltd.
- Class P Series 1

英領
ヴァージ
ン諸島

投資
信託

29.65 1,000.00 29,650.00 714.65 21,189.37 0.04

19
AG Super Fund International Ltd.
- Class P Series 2

英領
ヴァージ
ン諸島

投資
信託

3.66 1,000.00 3,660.00 2,194.64 8,032.38 0.01
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(ⅱ)HSBC GH ファンド

(平成29年11月末日現在)

順
位

銘柄 国名 種類
保有株数
(株)

取得原価(米ドル) 時価(米ドル) 投資
比率
(％)単価 金額 単価 金額

1
Marshall Wace Funds plc - MW

Eureka Fund - Fund Class A2 USD
アイルラ
ンド

投資
信託

410,223.46 171.72 70,443,573.38 324.62 133,168,751.24 6.74

2
Third Point Offshore Fund,

Ltd. - Class F - Series 1
ケイマン
諸島

投資
信託

315,327.93 250.79 79,081,091.56 406.75 128,258,481.43 6.50

3

Millennium International,

Ltd. - Class FF Sub.Class III

Series 01A

ケイマン
諸島

投資
信託

61,201.32 1,665.78 101,947,831.95 2,058.59 125,988,216.32 6.38

4

D.E. Shaw Oculus

International Fund L.P. - GH

Jul 17

ケイマン
諸島

投資
信託

1.00 112,416,885.00 112,416,885.00 123,140,491.26 123,140,491.26 6.24

5

Renaissance Institutional

Equities Fund International

L.P. - Series B (GH)

ケイマン
諸島

投資
信託

1.00 100,000,000.00 100,000,000.00 108,467,191.47 108,467,191.47 5.49

6
Pinpoint China Fund - Class A

USD Restricted Series 2
ケイマン
諸島

投資
信託

74,758.19 739.35 55,272,465.57 1,327.95 99,275,093.26 5.03

7

Two Sigma Spectrum Cayman

Fund, Ltd. - Class A2 Series

Benchmark 3

ケイマン
諸島

投資
信託

29,566.18 3,090.36 91,370,273.47 3,290.92 97,300,083.40 4.93

8
Tewksbury Investment Fund

Ltd. - Class B GH
バミュー
ダ

投資
信託

4,892.77 18,694.50 91,467,957.18 19,703.34 96,404,002.69 4.88

9

Citadel Kensington Global

Strategies Fund, Ltd. -

QUARTERLY (GH)

ケイマン
諸島

投資
信託

56,223.78 1,000.00 56,223,781.00 1,591.62 89,486,894.32 4.53

10
Lansdowne Developed Markets

Fund Limited - Class B US$ R
ケイマン
諸島

投資
信託

139,934.59 630.73 88,261,069.68 631.58 88,380,404.08 4.48

11
OZ Enhanced Overseas Fund,

Ltd. - Series D/7
ケイマン
諸島

投資
信託

65,689.92 1,000.00 65,689,920.07 1,334.87 87,687,409.39 4.44

12
Winton Fund Limited - Class B -

Lead Series

英領
ヴァージ
ン諸島

投資
信託

73,010.36 397.47 29,019,426.30 1,047.51 76,478,988.62 3.87

13
Dymon Asia Macro Fund - Class X

Restricted Series 652
ケイマン
諸島

投資
信託

42,628.14 1,782.00 75,963,345.48 1,767.03 75,325,253.38 3.81

14

Tudor BVI Global Fund Ltd. -

Class B ALT INSTITUTIONAL -

Series 01

ケイマン
諸島

投資
信託

550.34 128,447.10 70,690,000.89 130,148.79 71,626,514.58 3.63

15

Element Capital Feeder Fund

Limited - Class B - Series 1

NNI

ケイマン
諸島

投資
信託

47,732.44 1,000.00 47,732,438.50 1,461.95 69,782,523.03 3.53

16
Tyrus Capital Event Fund Ltd -

Class A USD (Restricted)
ケイマン
諸島

投資
信託

418,207.74 100.00 41,820,773.97 160.02 66,923,651.72 3.39

17
PFM Healthcare Offshore Fund

Ltd - Class A N FS
ケイマン
諸島

投資
信託

64,847.84 1,000.00 64,847,837.13 1,001.85 64,968,005.19 3.29

18
Laurion Capital Ltd - Class A-

R Initial-R
ケイマン
諸島

投資
信託

16,026.67 3,270.63 52,417,344.96 3,864.69 61,938,164.18 3.14

19

CQS Directional Opportunities

Feeder Fund Limited - Class B

USD Shares Non New Issues

ケイマン
諸島

投資
信託

9,747.62 3,149.75 30,702,591.89 6,059.69 59,067,606.55 2.99

20
Elliott International Ltd. -

Class A USD
ケイマン
諸島

投資
信託

39,845.82 666.39 26,552,762.08 1,278.90 50,958,814.85 2.58

21
Elliott International Ltd. -

Class B USD
ケイマン
諸島

投資
信託

32,454.77 740.97 24,047,925.21 1,320.90 42,869,503.32 2.17

22
Element Capital Feeder Fund

Limited - Class A Series 1
ケイマン
諸島

投資
信託

354.99 82,693.32 29,355,657.64 105,045.45 37,290,536.11 1.89

23
Brevan Howard Fund Limited -

Class A US$
ケイマン
諸島

投資
信託

123,301.18 102.16 12,596,448.69 295.07 36,382,479.60 1.84

24

Two Sigma Absolute Return

Macro Enhanced Cayman Fund,

Ltd. - Class A1 Series 1

Benchmark

ケイマン
諸島

投資
信託

28,000.00 1,000.00 28,000,000.00 1,282.45 35,908,720.40 1.82

25

ENA Opportunity Offshore Fund

Ltd - Class C Shares

Restricted Series 1 Dec 15

ケイマン
諸島

投資
信託

9,375.00 1,000.00 9,375,000.00 1,086.73 10,188,139.69 0.52

26
Third Point Offshore Fund,

Ltd. - Class F - Series 10
ケイマン
諸島

投資
信託

90,000.00 100.00 9,000,000.00 106.45 9,580,170.60 0.49
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27
Pinpoint China Fund - Class A

USD Restricted 0717
ケイマン
諸島

投資
信託

5,839.82 1,198.67 7,000,000.00 1,368.29 7,990,549.98 0.40

28
Element Capital Feeder Fund

Limited - Class BNR Series 1
ケイマン
諸島

投資
信託

3,859.85 1,365.73 5,271,502.45 1,459.88 5,634,906.77 0.29

29
Tewksbury Investment Fund

Ltd. - Class B
バミュー
ダ

投資
信託

152.78 10,714.95 1,637,062.66 19,703.34 3,010,335.80 0.15

30

Visium Balanced Offshore

Fund, Ltd. - Class B - Sub

Class 2 - Series 01 Nov 05 FC

ケイマン
諸島

投資
信託

973.18 1,329.19 1,293,546.35 2,299.18 2,237,526.84 0.11
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（ロ）投資不動産物件

　平成29年11月末日現在、該当事項なし。

 

（ハ）その他投資資産の主要なもの

　平成29年11月末日現在、該当事項なし。
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（２）運用実績

①　純資産の推移

　平成29年11月末日までの１年間における各月末の各ファンドの純資産の推移は、以下の通りである。

(ⅰ)HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンド

(米ドル・クラス受益証券)

 

 純資産総額 一口当たり純資産価格

 千米ドル 百万円 米ドル 円

平成28年12月末日 13,542 1,517 221.83 24,856

平成29年１月末日 12,190 1,366 223.18 25,007

２月末日 12,083 1,354 224.41 25,145

３月末日 12,109 1,357 224.90 25,200

４月末日 11,796 1,322 225.85 25,306

５月末日 11,855 1,328 226.98 25,433

６月末日 11,802 1,322 225.97 25,320

７月末日 11,094 1,243 226.81 25,414

８月末日 11,101 1,244 229.13 25,674

９月末日 11,021 1,235 228.67 25,622

10月末日 10,174 1,140 230.60 25,839

11月末日 10,137 1,136 229.77 25,746
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(ⅱ)HSBC GH ファンド

(米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)

 

 純資産総額 一口当たり純資産価格

 千米ドル 百万円 クラス 米ドル／ユーロ 円

平成28年12月末日 430,208 48,205
米ドル 348.83米ドル 39,086

ユーロ 150.99ユーロ 20,053

平成29年１月末日 418,033 46,841
米ドル 348.97米ドル 39,102

ユーロ 150.77ユーロ 20,024

２月末日 415,565 46,564
米ドル 351.89米ドル 39,429

ユーロ 151.89ユーロ 20,173

３月末日 416,880 46,711
米ドル 352.39米ドル 39,485

ユーロ 151.81ユーロ 20,162

４月末日 409,219 45,853
米ドル 353.08米ドル 39,563

ユーロ 151.85ユーロ 20,167

５月末日 408,477 45,770
米ドル 354.88米ドル 39,764

ユーロ 152.37ユーロ 20,236

６月末日 397,834 44,577
米ドル 353.16米ドル 39,572

ユーロ 151.32ユーロ 20,097

７月末日 391,494 43,867
米ドル 355.31米ドル 39,812

ユーロ 151.97ユーロ 20,183

８月末日 388,426 43,523
米ドル 359.26米ドル 40,255

ユーロ 153.32ユーロ 20,362

９月末日 349,361 39,146
米ドル 359.90米ドル 40,327

ユーロ 153.34ユーロ 20,365

10月末日 348,562 39,056
米ドル 365.98米ドル 41,008

ユーロ 155.67ユーロ 20,675

11月末日 341,818 38,301
米ドル 364.57米ドル 40,850

ユーロ 154.78ユーロ 20,556
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＜参考情報＞

純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移
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②　分配の推移

該当事項なし。

 

③　収益率の推移

(ⅰ)HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンド

(米ドル・クラス受益証券)

 

平成28年11月末日現在の

一口当たり純資産価格

（米ドル）

平成29年11月末日現在の

一口当たり純資産価格

（米ドル）

収益率(％)

平成28年12月１日～

平成29年11月末日
220.50 229.77 4.20

（注）収益率(％)＝100×(ａ－ｂ)／ｂ

ａ＝平成29年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)

ｂ＝平成28年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(分配落の額)

以下同じ。

 

(ⅱ)HSBC GH ファンド

(米ドル・クラス受益証券)

 

平成28年11月末日現在の

一口当たり純資産価格

（米ドル）

平成29年11月末日現在の

一口当たり純資産価格

（米ドル）

収益率(％)

平成28年12月１日～

平成29年11月末日
345.04 364.57 5.66

 

(ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)

 

平成28年11月末日現在の

一口当たり純資産価格

（ユーロ）

平成29年11月末日現在の

一口当たり純資産価格

（ユーロ）

収益率(％)

平成28年12月１日～

平成29年11月末日
149.83 154.78 3.30
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＜参考情報＞

年間収益率の推移
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２　販売及び買戻しの実績

平成29年11月末日前１年間における各ファンドの販売および買戻しの実績ならびに平成29年11月末日現在にお

ける発行済口数は、以下の通りである。

(ⅰ)HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンド

(米ドル・クラス受益証券)

販売口数 買戻口数 発行済口数

0 16,930.82 44,119.43

（0） （4,012.57） （875.72）

(注)　(　)内の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。

 

(ⅱ)HSBC GH ファンド

(米ドル・クラス受益証券)

販売口数 買戻口数 発行済口数

383,584.75 32,347.21 1,513,145.15

（283.23） （9,237.51） （73,895.94）

 

(ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)

販売口数 買戻口数 発行済口数

13,016.12 137,993.28 118,054.10

（0） （16,016.71） （15,589.94）
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３　ファンドの経理状況

 

（ⅰ）HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンド

 

a.　ファンドの日本文の中間財務書類は、ガーンジーにおける諸法令および英国会計基準に準拠して作成された原

文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価証券の内容等の

開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。）に基づき、「中間財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。）第76条第4項ただ

し書の規定の適用によるものである。

 

b.　ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の改正を

含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。

 

c.　ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい

て円換算額が併記されている。日本円による金額は、便宜上、平成29年11月30日現在における株式会社三菱東

京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=112.05円）で換算されている。なお、百万円未満の金額は四

捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンド

連結貸借対照表

2017年10月31日現在

（未監査）

 

 2017年10月31日現在  2017年４月30日現在

 千米ドル  百万円  千米ドル  百万円

資産：        

流動資産：        

組入投資有価証券 51,341  5,753  62,025  6,950

        

債権 3,681  412  619  69

現金および現金同等物 919  103  20  2

 4,600  515  639  72

資産合計 55,941  6,268  62,664  7,022

        

負債：        

債務：一年以内に期限の到来する金額 (823) (92) (1,266) (142)

        

負債合計 (823) (92) (1,266) (142)

        

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産 55,118  6,176  61,398  6,880
        

 

 

EDINET提出書類

ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

15/71



HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンド

連結総収益計算書

2017年10月31日に終了した６か月間

（未監査）

 

 自2017年５月１日  自2016年５月１日

 至2017年10月31日  至2016年10月31日

 千米ドル  百万円  千米ドル  百万円

収益：        

純キャピタルゲイン／（ロス） 2,497  280  (4,602) (516)

        

支払利息 (5) (1) (18) (2)

運用費用 (334) (37) (404) (45)

        

純費用 (339) (38) (422) (47)

        

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産の投資活動による変動 2,158  242  (5,024) (563)
        

 

すべての業績は、継続的な業務から発生している。ファンドは、その他包括利益の内訳項目を有していないため、

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変動は、当期包括利益合計を反映している。

 

 

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の連動変動計算書

2017年10月31日に終了した６か月間

（未監査）

 

 自2017年５月１日  自2016年５月１日

 至2017年10月31日  至2016年10月31日

 千米ドル  百万円  千米ドル  百万円

期首現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰

属する純資産 61,398  6,880  83,578  9,365

        

買戻可能参加受益証券の発行および買戻しに

よる変動：        

        

発行受領額／未収額 2,249  252  1,960  220

控除：買戻支払額／未払額 (10,687) (1,197) (4,460) (500)

 (8,438) (945) (2,500) (280)

        

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資

産の投資活動による変動 2,158  242  (5,024) (563)

        

期末現在の買戻可能参加受益証券保有者に帰

属する純資産 55,118  6,176  76,054  8,522
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（２）投資有価証券明細表等

 
HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンド

投資有価証券明細表

2017年10月31日現在（未監査）

 
証券銘柄    時価  純資産総額

  保有高  千米ドル  比率

        

投資ファンド(2017年４月30日：101.02%)        

AG Super Fund International - Class P Series 1 - Special

Investment

 

30  21  0.04 %

AG Super Fund International - Class P Series 2 - Special

Investment

 

4  8  0.01 %

Davidson Kempner International Ltd - Class C - Tranche 4  38,000  4,049  7.35 %

GSA Capital International Fund Ltd - Class A  19,301  4,527  8.21 %

Horizon Portfolio I Ltd - USD Voting Class  10,637  3,269  5.93 %

Horizon Portfolio I Ltd - USD Voting Class - Equalization  1  10  0.02 %

KLS Diversified Fund Ltd - Non Voting Participating Sub Class

2 FF Series 1

 

2,057  3,690  6.69 %

Laurion Capital Ltd - Class A IS  781  3,006  5.45 %

Millennium International Ltd - Class FF Sub Class III - Series

01A  2,291  4,721  8.57 %

OZ Europe Overseas Fund - Class C Accumulation  322  158  0.29 %

OZ Overseas Fund II - Class L Prime  1,823  2,367  4.29 %

OZ Overseas Fund II - Class M Prime Accumulation  69  31  0.06 %

Palmerston Credit Feeder Fund Ltd - Class A Series 1  33,891  3,603  6.54 %

PDT Fusion Offshore Fund Ltd - Class A NNI Series 1  29,845  3,722  6.75 %

Renaissance Institutional Diversified Global Equities  2,131,983  2,450  4.44 %

Tewksbury Investment Fund Ltd - Trade Class B  142  2,931  5.32 %

Two Sigma Eclipse Cayman Fund Ltd - Class A2  1,118  5,841  10.60 %

Two Sigma Spectrum Cayman Fund Ltd - Class A2 Series  2,120  6,937  12.59 %

    51,341  93.15 %
        

組入投資有価証券 (2017年４月30日:101.02%)    51,341  93.15 %

純流動資産 (純流動負債2017年４月30日:(1.02)%)    3,777  6.85 %

        

純資産    55,118  100.00 %
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発行済受益証券口数

 

2017年10月31日

現在

 2017年４月30日

現在

2016年４月30日

現在

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ 米ドル・クラス  44,119.43  52,229.40 65,854.29

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ クラスＳ (米ドル)  110,970.80  103,215.71 145,360.75

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ クラスＳ (ユーロ)  10,437.94  10,685.73 7,638.55

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ ユーロ・ヘッジ・クラス  8,045.02  69,421.10 101,773.74

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ スターリング・ポンド・ヘッジ・クラス  3,928.78  6,228.68 6,228.68

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ スイスフラン・ヘッジ・クラス  715.04  715.04 715.04

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ クラスＳ (スターリング・ポンド)  114,451.39  109,214.40 147,185.90

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ Ｒクラス（米ドル）  8,207.63  8,207.63 8,207.63

 

       

一口当たり純資産価格       

HSBCマルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド

‒ 米ドル・クラス  230.60米ドル

 

225.85米ドル 219.30米ドル

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ クラスＳ (米ドル)  163.71米ドル

 

159.26米ドル 152.74米ドル

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ クラスＳ (ユーロ)  138.59ユーロ

 

136.24ユーロ 132.71ユーロ

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ ユーロ・ヘッジ・クラス  117.90ユーロ

 

117.12ユーロ 114.92ユーロ

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ スターリング・ポンド・ヘッジ・クラス  131.73英ポンド

 

129.70英ポンド 126.97英ポンド

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ スイスフラン・ヘッジ・クラス  

102.96

スイスフラン

 101.97

スイスフラン

101.20

スイスフラン

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ クラスＳ (スターリング・ポンド)  149.93英ポンド

 

146.76英ポンド 141.79英ポンド

 

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファン

ド ‒ Ｒクラス（米ドル）  104.16米ドル

 

101.77米ドル 98.01米ドル

 

       
 
 

 

 

投資戦略別配分

 2017年10月31日現在 2017年４月30日現在

 

ポートフォリオ

における比率

 

 

ポートフォリオ

における比率

マーケット・ニュートラル 48.00% 55.50%

クレジット・ロング／ショート 13.10% 13.10%

マルチ・ストラテジー 8.50% 9.80%

イベント・ドリブン 11.90% 10.70%

現金および費用 7.80% -

ボラティリティ・アービトラージ 5.40% 6.30%

マネージド・フューチャーズ 5.30% 4.60%

 100.00% 100.00%
    

EDINET提出書類

ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

18/71



重要なポートフォリオの変動の概要

2017年10月31日に終了した６か月間

(未監査)
 

購入   

 額面保有高

取得原価

千米ドル

購入合計 100 1,902

   

売却   

 額面保有高

手取額

千米ドル

売却合計 1,120,321 14,321

 

 

 
 
 
2017年４月30日終了年度の監査報告書および財務書類全文の写しは、管理会社または受託会社に請求する

ことにより無料で入手できる。
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（ⅱ）HSBC GH ファンド

 

a.　ファンドの日本文の中間財務書類は、ガーンジーにおける諸法令および英国会計基準に準拠して作成された原

文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価証券の内容等の開

示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。）に基づき、「中間財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。）第76条第4項ただし

書の規定の適用によるものである。

 

b.　ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の改正を

含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。

 

c.　ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい

て円換算額が併記されている。日本円による金額は、便宜上、平成29年11月30日現在における株式会社三菱東京

UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=112.05円）で換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨

五入されている。
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（１）資産及び負債の状況

 

HSBC GH ファンド

連結貸借対照表

2017年10月31日現在

（未監査）

 

 2017年10月31日現在  2017年４月30日現在

 千米ドル  百万円  千米ドル  百万円

資産：        

流動資産：        

組入投資有価証券 1,981,372  222,013  1,879,831  210,635

        

債権 6,200  695  37,242  4,173

現金および現金同等物 9,464  1,060  10,338  1,158

その他資産 15,664  1,755  47,580  5,331

資産合計 1,997,036  223,768  1,927,411  215,966

        

負債：        

債務：一年以内に期限の到来する金額 (29,389) (3,293) (55,408) (6,208)

負債合計 (29,389) (3,293) (55,408) (6,208)

        

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産 1,967,647  220,475  1,872,003  209,758
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HSBC GH ファンド

連結総収益計算書

2017年10月31日に終了した６か月間

（未監査）

 

 自2017年５月１日  自2016年５月１日

 至2017年10月31日  至2016年10月31日

 千米ドル  百万円  千米ドル  百万円

収益：        

純キャピタルゲイン 99,823  11,185  18,355  2,057

        

収入 26  3  143  16

        

支払利息 (134) (15) (576) (65)

運用費用 (13,131) (1,471) (10,211) (1,144)

        

純費用 (13,239) (1,483) (10,644) (1,193)

        

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する

純資産の投資活動による変動 86,584  9,702  7,711  864
        

 

すべての業績は、継続的な業務から発生している。

 

ファンドは、その他包括利益の内訳項目を有していないため、買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の変

動は、当期包括利益合計を反映している。

 

 

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資産の連結変動計算書

2017年10月31日に終了した６か月間

（未監査）

 

 自2017年５月１日  自2016年５月１日

 至2017年10月31日  至2016年10月31日

 千米ドル  百万円  千米ドル  百万円

期首現在買戻可能参加受益証券保有者に帰属

する純資産 1,872,003  209,758  2,069,590  231,898

        

買戻可能参加受益証券の発行および買戻しに

よる変動：        

発行受領額／未収額 223,920  25,090  116,237  13,024

控除：買戻支払額／未払額 (214,860) (24,075) (242,079) (27,125)

 9,060  1,015  (125,842) (14,101)

        

買戻可能参加受益証券保有者に帰属する純資

産の投資活動による変動 86,584  9,702  7,711  864

        

期末現在買戻可能参加受益証券保有者に帰属

する純資産 1,967,647  220,475  1,951,459  218,661
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（２）投資有価証券明細表等

HSBC GH ファンド

投資有価証券明細表

2017年10月31日現在（未監査）

 
   時価 純資産総額

証券銘柄 保有高 千米ドル 比率

      

投資ファンド　(2017年４月30日：100.42%)      

      

Brevan Howard Fund Limited - Class A US$ 93,775 27,646 1.41%

Brevan Howard Fund Limited - Class A US$ GSY Holding 29,526  8,705 0.44%

Caxton Global Investments Limited - Class SI GSY 84,197  1,301 0.07%

Citadel Keningston Global Strategies Fund Limited 56,224  89,429 4.55%

CQS Directional Opportunities Fund - Class B USD Shares 9,748  60,107 3.05%

D.E. Shaw Oculus International Fund C/A GSY Holding 459,132  1,256 0.06%

D.E. Shaw Oculus International Fund L.P. 1  122,496 6.23%

D.E. Shaw Oculus International Fund NI GSY Holding 449,494  674 0.03%

Discus Non - U.S. Side Holdings Limited - Class S 16,809  111 0.01%

Discus Non - U.S. Side Holdings Limited - Class S GSY 751  5 0.00　%

Drawbridge Global Macro Fund Limited - Class H6 SP12 42 11 0.00　%

Drawbridge Global Macro Fund Limited - Class H6 SP4 14 10 0.00　%

Drawbridge Global Macro Fund Limited - Class H6 SP7 1  *-　 0.00　%

Drawbridge Global Macro Fund Limited - Class H7 S SP4 328 231 0.01%

Drawbridge Global Macro Fund Limited - Class H7 SP12 772 191 0.01%

Drawbridge Global Macro Fund Limited - Class H7 SP7 25 16 0.00　%

Drawbridge Global Macro Fund Limited - Class H9 SP12 15 4 0.00　%

Drawbridge Global Macro Fund Limited - Class H9 SP4 6 4 0.00　%

Drawbridge Global Macro Fund Limited - Class H9 SP7 1 *-　 0.00　%

Drawbridge Global Macro Fund Limited - Class SP Reserve 1 28 0.00　%

Dymon Asia Macro Fund - Class P Restricted Series 503 42,628 76,053 3.87%

Element Capital Feeder Fund Limited - Class A Series 1 355 35,558 1.81%

Element Capital Feeder Fund Limited - Class B Series 1 47,732 66,757 3.39%

Element Capital Feeder Fund Limited - Class BNR Series 1 3,860 5,391 0.27%

Elliot International Limited - Class A 36,160 46,281 2.35%

Elliot International Limited - Class A GSY 3,686 4,718 0.24%

Elliot International Limited - Class B 32,455 42,886 2.18%

Ena Opportunity Offshore Fund Limited - Restricted Class C 9,375 9,661 0.49%

GLG Emerging Markets Growth Fund Class A 22,882 1,386 0.07%

King Street Capital Limited - Class S - Series 14 70 13 0.00　%

King Street Capital Limited - Class S - Series 18 618 74 0.00　%

King Street Capital Limited - Class S - Series 32 590 69 0.00　%

Lansdowne Developed Markets Fund Limited - Class B US$ Restricted

Voting Shares 139,935 90,955 4.62%

Laurion Capital Limited - Class A 10-14- Restricted 16,027 61,713 3.14%

Millennium International Limited - Class EE Sub Class III ‒

Series 01A GSY 813 1,702 0.09%

Millennium International Limited - Class FF Sub Class III ‒

Series 01A 61,201 126,102 6.41%

MW Eureka Fund Plc - Class A2 USD 410,223 133,536 6.79%

OZ Enhanced Overseas Fund Limited - Tranche D Series 7 65,690 90,284 4.59%
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OZ Europe Overseas Fund II Limited - Class M Accumulation 54 24 0.00　%

OZ Europe Overseas Fund II Limited - Class M Prime Accumulation 51 26 0.00　%

OZ Europe Overseas Fund Limited - Class C Series Accumulation 784 387 0.02%

OZ Overseas Fund Limited - Class C - Series Accumulation 890 514 0.03%

PFM Healthcare Offshore Fund Limited Class A-N-FS 65,000 65,221 3.31%

Pinpoint China Fund - Class A USD Restricted Shares -Series 2 74,758  96,834 4.92%

      

      

   時価 純資産総額

証券銘柄 保有高  千米ドル 比率

     

投資ファンド　(2017年４月30日：100.42%) (つづき)     

     

Pinpoint China Fund Class A Restricted Shares 5,840 7,800 0.40%

Renaissance Institutional Equities Fund International, L.P.

Series B 1 105,718 5.37%

Strategic Value Credit Restructuring Fund - S5 Series C3-Z 253 11 0.00　%

Strategic Value Credit Restructuring Fund - Side Pocket GSY 1 4 0.00　%

Strategic Value Restructuring Capital E Reserve GSY Holding 655 *-　 0.00　%

SVRF (Offshore) Holdings Limited - USD Series V2-OC/1 2,865 167 0.01%

SVRF (Offshore) Holdings Limited - USD Series V2-OE/1 2,651 155 0.01%

SVRF (Offshore) Holdings Limited - USD Series V2-OE/1 GSY 251 150.00　　　%

Tewksbury Investment Fund Limited Class B 4,893  101,135 5.14%

Tewksbury Investment Fund Limited Class B GSY 153  3,158 0.16%

The Raptor Private Holdings Limited 702 278 0.01%

Third Point Offshore Fund Limited 90,000 9,562 0.49%

Third Point Offshore Fund Limited - Class F - Series 1 315,328 127,924 6.50%

TPG-Axon Partners Offshore, Limited - SI - Fee Reserve S Class 102,781 6 0.00　%

Tudor BVI Global Fund Limited - Class B Alt Institutional Series

01

550

 

73,310 3.73

%

Tudor BVI Global Fund Limited - Legacy 117 159 0.01%

Two Sigma Absolute Return Macro Enhanced Cayman Fund Limited -

Class A1 28,000 35,803 1.82%

Two Sigma Spectrum Cayman Fund Limited - Class A2 29,566 96,761 4.92%

Tyrus Capital Event Fund Limited - Class USD R 418,208 71,907 3.65%

Visium Balanced Offshore Fund Limited - Class A2 Series Nov 01,

2005 FC GSY 973 2,238 0.11%

Visium Balanced Offshore Fund Limited - Class B Subclass 2 -

Series Aug 01, 2015 212 176 0.01%

Visium Balanced Offshore Fund Limited - Class B Subclass 2 -

Series Sep 01, 2015 142 117 0.01%

Visium Balanced Offshore Fund Limited - Class B2 Series Nov 01,

2005 FC 30 73 0.00　%

Winton Futures Fund Limited - Class B 73,010 76,495 3.89%

Winton Futures Fund Ltd Tranche B USD August 2017 Series 44 5 0.00　%

Winton Futures Fund Ltd Tranche B USD July 2017 Series 44  5 0.00　%

Winton Futures Fund Ltd Tranche B USD June 2017 Series 45 5 0.00　%

Winton Futures Fund Ltd Tranche B USD May 2017 Series 45 5 0.00　%

Winton Futures Fund Ltd Tranche B USD October 2017 Series 44  5 0.00　%

Winton Futures Fund Ltd Tranche B USD September 2017 Series 46  5 0.00　%
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   1,981,372 100.70%

組入投資有価証券 (2017年４月30日:100.42%)   1,981,372 100.70%

純流動負債 (2017年４月30日:(0.42)%)   (13,725) (0.70)%

純資産総額   1,967,647 100.00%

      

*当該証券銘柄は、価額が500米ドルに満たないため、時価は表示されていない。     
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一口当たり純資産価格  

2017年10月31日現

在  

2017年４月30日現

在 

2016年４月30日

現在

HSBC GH ファンド ‒ 米ドル・クラス  365.98米ドル  353.08米ドル 336.34米ドル

HSBC GH ファンド ‒ 米ドル・Ｒクラス  130.63米ドル  125.46米ドル 118.48米ドル

HSBC GH ファンド ‒ クラスＳ (米ドル)  221.23米ドル  211.95米ドル 199.34米ドル

HSBC GH ファンド ‒ クラスＳ (ユーロ)  181.89ユーロ  176.17ユーロ 168.55ユーロ

HSBC GH ファンド ‒ クラスＳ (スターリング・ポン

ド)  195.13英ポンド　  188.15英ポンド 178.23英ポンド

HSBC GH ファンド ‒ クラスＳ (スイスフラン)*

 

102.71

スイスフラン  - -

HSBC GH ファンド ‒ ユーロ・ヘッジ・クラス  155.67ユーロ  151.85ユーロ 147.19ユーロ

HSBC GH ファンド ‒ ユーロ・ヘッジ・Ｒクラス  121.42ユーロ  117.94ユーロ 113.37ユーロ

HSBC GH ファンド ‒ 人民元ヘッジ・クラス  1,440.13元  1,371.45元 1,274.86元

HSBC GH ファンド ‒ スターリング・ポンド・ヘッジ・

クラス  176.47英ポンド  171.39英ポンド 164.46英ポンド

HSBC GH ファンド ‒ スターリング・ポンド・ヘッジ・

Ｒクラス  129.92英ポンド  125.60英ポンド 119.45英ポンド

HSBC GH ファンド ‒ スイスフラン・ヘッジ・クラス

 

136.63

スイスフラン  

133.76

スイスフラン 

130.28

スイスフラン

HSBC GH ファンド ‒ スイスフラン・ヘッジ・Ｒクラス

 

118.78

スイスフラン  

115.60

スイスフラン 

111.70

スイスフラン

HSBC GH ファンド ‒ APクラス  199.79米ドル  191.29米ドル 180.28米ドル

HSBC GH ファンド ‒ ユーロ無議決権クラス****  -  119.82ユーロ 115.98ユーロ

HSBC GH ファンド ‒ インスティテューショナル・クラ

ス(米ドル)  157.69米ドル  151.63米ドル 143.51米ドル

HSBC GH ファンド ‒ インスティテューショナル・クラ

ス (ユーロ)  131.19ユーロ  127.50ユーロ 122.75ユーロ

HSBC GH ファンド ‒ インスティテューショナル・クラ

ス (スターリング・ポンド)  129.85英ポンド  125.69英ポンド 119.92英ポンド

HSBC GH ファンド ‒ インスティテューショナル・クラ

ス (スイスフラン)  

133.55

スイスフラン  

130.01

スイスフラン 

125.84スイスフ

ラン

HSBC GH ファンド ‒ インスティテューショナル・Ｒク

ラス(ユーロ)***  102.59ユーロ  - -

HSBC GH ファンド ‒ インスティテューショナル・Ｒク

ラス(米ドル)  118.49米ドル  113.71米ドル  107.16米ドル

HSBC GH ファンド ‒ インスティテューショナル・Ｒク

ラス(スターリング・ポンド)  107.50英ポンド  103.80英ポンド  -

HSBC GH ファンド ‒ インスティテューショナル・Ｒク

ラス(スイスフラン)**  

102.62

スイスフラン  -  -

HSBC GH ファンド ‒ スーパー・インスティテューショ

ナル・クラス(米ドル)  116.98米ドル  111.86米ドル 105.16米ドル

HSBC GH ファンド ‒ スーパー・インスティテューショ

ナル・クラス(香港ドル)  1,086.96香港ドル  

 

1,044.83香港ドル 987.10香港ドル

* このクラスは2017年５月31日に運用開始。

** このクラスは2017年７月31日に運用開始。

*** このクラスは2017年７月31日に運用開始。

**** このクラスは2017年９月18日に全額償還。
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ポートフォリオの分類    

 2017年10月31現在  2017年４月30日現在

 

ポートフォリオにおける

比率  

ポートフォリオにおけ

る比率

    

公認の証券取引所に上場されている有価証券 15.22%  15.70%

未上場有価証券 84.78%  84.30%

 100.00%  100.00%
    

 
 
 

投資戦略別配分

 2017年10月31日現在 2017年４月30日現在

  

ポートフォリオ

における比率  

ポートフォリオ

における比率

株式ロング／ショート  25.30%  20.53%

マクロ  21.10%  23.25%

イベント・ドリブン  20.30%  20.71%

マルチ・ストラテジー  14.00%  14.72%

マネージド・フューチャーズ  10.90%  11.41%

マーケット・ニュートラル  4.90%  5.08%

ボラティリティ・アービトラージ  3.10%  4.27%

現金および費用  0.40%  -

ディストレスト  -  0.03%

  100.00%  100.00%
     

 

 

 

重要なポートフォリオの変動の概要

2017年10月31日に終了した６か月間

(未監査)

 

購入   

 額面保有高

取得原価

千米ドル

購入合計 100,304,714 322,699

   

売却   

 額面保有高

手取額

千米ドル

売却合計 100,330,646 313,616

 

 

 
2017年４月30日終了年度の監査報告書および財務書類全文の写しは、管理会社に請求することにより無料で入手で
きる。
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４　管理会社の概況

（１）資本金の額

資本金の額　平成29年11月末日現在、100,000スターリング・ポンド(約1,503万円)

(注)　スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)の円貨換算は、便宜上、平成29年11月末日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の

対顧客用電信売買相場の仲値(１英ポンド＝150.33円)による。

発行済株式総数　　100,000株

管理会社は、100,000株の授権株主資本のみ発行することができ、全株発行済みである。

 

（２）事業の内容及び営業の状況

管理会社は、ファンドおよび受益者のために、証券の売買および申込みならびにファンド資産に直接または

間接的に属する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。

管理会社は、日本で募集されているHSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンドおよびHSBC GH

ファンドについては、投資顧問会社であるHSBC オルタナティブ・インベストメンツ・リミテッドに投資助言

サービスの提供を委託している。また、管理会社は、管理事務代行会社であるステート・ストリート・ファン

ド・サービシーズ(アイルランド)リミテッドに各ファンドの管理事務代行業務を委託している。また、管理会

社は、HSBC セキュリティーズ・サービシーズ（アイルランド）ディーエーシーに各ファンドの受益証券の発

行、買戻しおよび名義書換等に関する事務代行業務を委託している。受託会社は、セレクション・ファンドの

保管業務につき、包括保管受託銀行であるHSBC バンク・ピーエルシー ガーンジー支店に委託しており、包括

保管受託銀行は、副保管受託銀行であるステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ（アイルラン

ド）リミテッドに再委託している。

管理会社は、平成29年11月末日現在、以下の通り、５本の投資信託(合計純資産総額8,893.2百万米ドル)の

管理・運用を行っている。

 

ファンド名 国名 基本的性格

純資産総額
(百万米ドル)

(平成29年11月末日
現在)

HSBC ポートフォリオ・セレクション・

ファンド

（HSBC Portfolio Selection Fund）

ガーンジー
ガーンジー籍アンブレラ

型ユニット・トラスト
2,123.4

HSBC ユニ・フォリオ

（HSBC Uni－Folio）
ガーンジー

ガーンジー籍アンブレラ

型ユニット・トラスト
63.1

HSBC オルタナティブ・ストラテジー・

ファンド

（HSBC Alternative Strategy Fund）

ガーンジー
ガーンジー籍アンブレラ

型ユニット・トラスト
44.0

HSBC UCITS アドバンテージ・ファンド

（HSBC UCITS AdvantEdge Fund）
アイルランド UCITS型投資信託 162.2

バリアス・リアル・エステート・アン

ド・プライベート・エクイティ・シンジ

ケーツ

（Various Real Estate and Private

Equity Syndicates）

ガーンジー
ガーンジー籍クローズ

ド・エンド型投資会社
6,500.5
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（３）その他

本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、また

は与えると予想される事実はない。
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（２）その他の訂正

　（注）下線の部分は訂正部分を示します。

 

第一部　証券情報

（１）ファンドの名称

＜訂正前＞

HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド

(以下「セレクション・ファンド」という。)

(HSBC Portfolio Selection Fund)

(注)　HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド(以下「セレクション・ファンド」という。)は、①HSBC マルチ・

アドバイザー・アービトラージ・ファンド、②HSBC GH ファンド、③HSBC レバレッジド GH ファンドおよび④HSBC

オルタナティブ・フォーカスド・ファンド(以下、それぞれを「ファンド」という。)の４個のファンドを有するア

ンブレラ型ファンドである。

 

＜訂正後＞

HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド

(以下「セレクション・ファンド」という。)

(HSBC Portfolio Selection Fund)

(注)　HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド(以下「セレクション・ファンド」という。)は、①HSBC マルチ・

アドバイザー・アービトラージ・ファンド、②HSBC GH ファンドおよび③HSBC オルタナティブ・フォーカスド・

ファンド(以下、それぞれを「ファンド」という。)の３個のファンドを有するアンブレラ型ファンドである。

 

（２）外国投資信託受益証券の形態等

＜訂正前＞

記名式無額面受益証券である。(以下「受益証券」または「ファンド証券」という。)

受益証券は追加型である。

受益証券について、HSBC マネジメント（ガーンジー）リミテッド（以下「管理会社」という。）の依頼によ

り、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲

覧に供される予定の信用格付はない。

(注)　上記の４本のファンドのうち、(ⅰ)HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンドについては、米ドル・

クラス受益証券、クラスＳ受益証券（米ドル、ユーロおよびスターリング・ポンド）、通貨ヘッジ・クラス受益証

券（ユーロ、スターリング・ポンドおよびスイスフラン）および米ドルＲクラス受益証券の８種類が発行され、日

本国内においては、米ドル・クラス受益証券のみが募集され、(ⅱ)HSBC GHファンドについては、米ドル・クラス受

益証券、クラスＳ受益証券（米ドル、ユーロ、スターリング・ポンドおよびスイスフラン）、通貨ヘッジ・クラス

受益証券（ユーロ、スターリング・ポンド、スイスフランおよび人民元）、APクラス受益証券、ユーロ無議決権ク

ラス受益証券、Ｒクラス受益証券（米ドル、スターリング・ポンド、ユーロおよびスイスフラン）、インスティ

テューショナル・クラス受益証券（米ドル、ユーロ、スイスフランおよびスターリング・ポンド）、インスティ

テューショナルＲクラス受益証券（米ドル、ユーロ、スターリング・ポンドおよびスイス・フラン）およびスー

パー・インスティテューショナル・クラス受益証券（香港ドルおよび米ドル）の25種類が発行され、日本国内にお

いては、米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券が募集される。

 

＜訂正後＞

記名式無額面受益証券である。(以下「受益証券」または「ファンド証券」という。)

受益証券は追加型である。

受益証券について、HSBC マネジメント（ガーンジー）リミテッド（以下「管理会社」という。）の依頼によ

り、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲

覧に供される予定の信用格付はない。
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(注)　上記の３本のファンドのうち、(ⅰ)HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンドについては、米ドル・

クラス受益証券、クラスＳ受益証券（米ドル、ユーロおよびスターリング・ポンド）、通貨ヘッジ・クラス受益証

券（ユーロ、スターリング・ポンドおよびスイスフラン）および米ドルＲクラス受益証券の８種類が発行され、日

本国内においては、米ドル・クラス受益証券のみが募集され、(ⅱ)HSBC GHファンドについては、米ドル・クラス受

益証券、クラスＳ受益証券（米ドル、ユーロ、スターリング・ポンドおよびスイスフラン）、通貨ヘッジ・クラス

受益証券（ユーロ、スターリング・ポンド、スイスフランおよび人民元）、APクラス受益証券、Ｒクラス受益証券

（米ドル、スターリング・ポンド、ユーロおよびスイスフラン）、インスティテューショナル・クラス受益証券

（米ドル、ユーロ、スイスフランおよびスターリング・ポンド）、インスティテューショナルＲクラス受益証券

（米ドル、ユーロ、スターリング・ポンドおよびスイス・フラン）およびスーパー・インスティテューショナル・

クラス受益証券（香港ドルおよび米ドル）の24種類が発行され、日本国内においては、米ドル・クラス受益証券お

よびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券が募集される。

 

　　次へ
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第二部　ファンド情報
 
第１　ファンドの状況
 

１　ファンドの性格

（１）ファンドの目的及び基本的性格

＜訂正前＞

①　ファンドの形態

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンドおよびHSBC GH ファンドは、アンブ

レラ・ファンドであるセレクション・ファンドのサブ・ファンドである。現在、４個のファンド

が、セレクション・ファンドのサブ・ファンドとして存在する。

（中略）

セレクション・ファンドは現在、主にオルタナティブ投資戦略を用いるさまざまなポートフォリ

オ・マネジャーを通じてその資産の投資を認めている４つのサブ・ファンドで構成されている。

これを促進するため、セレクション・ファンドは、多種多様な投資信託のユニット、受益証券およ

びファンドのその他の権益に投資することが認められている。かかる権益には、投資一任口座ま

たはマネージド・アカウントが含まれるが、セレクション・ファンドはまた、短期金融商品、債

券、株式およびデリバティブを含むその他の投資証券への投資を認められている。HSBC マル

チ・アドバイザー・アービトラージ・ファンドについては８種類のクラス受益証券、HSBC GH

ファンドについては25種類のクラス受益証券で取得することができる。各ファンドの投資目的お

よびリスクの詳細については、各ファンドの別紙を参照のこと。

（後略）

 

＜訂正後＞

①　ファンドの形態

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンドおよびHSBC GH ファンドは、アンブ

レラ・ファンドであるセレクション・ファンドのサブ・ファンドである。現在、３個のファンド

が、セレクション・ファンドのサブ・ファンドとして存在する。

（中略）

セレクション・ファンドは現在、主にオルタナティブ投資戦略を用いるさまざまなポートフォリ

オ・マネジャーを通じてその資産の投資を認めている３つのサブ・ファンドで構成されている。

これを促進するため、ファンドは、多種多様な投資信託のユニット、受益証券およびファンドのそ

の他の権益に投資することが認められている。かかる権益には、投資一任口座またはマネージ

ド・アカウントが含まれるが、ファンドはまた、短期金融商品、債券、株式およびデリバティブを

含むその他の投資証券への投資を認められている。本書の日付現在、HSBC マルチ・アドバイ

ザー・アービトラージ・ファンドについては８種類のクラス受益証券、HSBC GH ファンドにつ

いては24種類のクラス受益証券で取得することができる。各ファンドの投資目的およびリスクの

詳細については、各ファンドの別紙を参照のこと。

（後略）
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２　投資方針

（１）投資方針

＜訂正前＞

投資戦略

ファンドの投資目的は長期的な資本成長を生み出すことである。各ファンドの資産は、複数の投資先ファ

ンド（主にヘッジ・ファンド）に対して配分される。資産配分は、ファンドの投資目的を達成するため、ボ

トム・アップのファンド・マネジャー選択とトップダウンの戦略的配分の両方を組み合わせ、各ファンドの

別紙「ファンド概要」に記載される投資制限に従って行われる。

（中略）

 

投資顧問会社

管理会社は、管理会社、受託会社と投資顧問会社との間で締結された投資顧問契約に基づき、投資顧問会

社に対してセレクション・ファンドの投資活動（ただし、かかる投資活動がクラスB規則に基づいているこ

とを条件とする。）の遂行に関する業務を含み、かつ、投資顧問契約および英文目論見書に定めるその他の

制限に従い、特定のポートフォリオ運用業務を委託している。管理会社は、投資顧問会社が提供する助言を

受けてセレクション•ファンドの投資目的および投資方針の見直しを検討することができる。セレクショ

ン・ファンドの全体的なポートフォリオ運用責任およびリスク管理責任は管理会社に帰属している。

 

ファンド・マネジャーの選択

投資顧問会社は、管理会社が定めるファンド全体の投資方針に従い、彼らのリスク調整後リターンを生成

する相対的能力を評価することを目的として、ファンド・マネジャーを特定し、リサーチを行いおよび監視

しなければならない。これらの活動には、投資の定量的分析および定性的分析の両方ならびにヘッジ・ファ

ンドの運用が含まれる。投資顧問会社は、継続的なデュー・デリジェンスと監視を通じて、世界中で最も優

秀なヘッジ・ファンド•マネジャーを各戦略について見極めることを追求する。リスク調整後リターンを生

成するヘッジ・ファンドの能力の評価に加え、レバレッジと流動性に伴うリスクの分析は、特に重要であ

る。

 

（中略）

 

ポートフォリオ運用

セレクション•ファンドの全体的なポートフォリオ運用責任は管理会社に帰属している。

ポートフォリオは、ファンドの投資目的を充足するため、各ファンドの別紙「ファンド概要」に列挙されて

いる投資制限に基づいて継続的に構築され運用されている。デュー・デリジェンス•プロセスの基準（前記

「ファンド・マネジャーの選択」において言及されている。）を充足する投資信託のみが投資対象として考

慮され、ポートフォリオ構築には、トップダウンの戦略的視点が考慮される（前記「戦略的投資配分」にお

いて言及されている。）。さらに、ポートフォリオは、投資家動向および投資先ファンドの利用可能なキャ

パシティを考慮して構成される。リターン・ベースとエクスポージャー・ベースの両方の手法を含む定性的

分析と定量的分析が、ポートフォリオの分散と各ファンドの投資方針の文脈に対する適合性のレベルを評価

するために使用される。

 

リスク管理

セレクション•ファンドのリスク管理責任は、管理会社が担っている。

管理会社は、リスク管理に関して、ファンド・マネジャーの選択およびポートフォリオの運用プロセスに

付随するリスクに関する理解と管理に加え、各ファンドの別紙「ファンド概要」に列挙されているファンド

の投資制限に基づくポートフォリオの管理とモニタリングによる多層的なアプローチを行っている。
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ファンド・マネジャーの選択においては、ヘッジ・ファンドのファンド・マネジャーがリターン追求のた

めに負担するリスクが適切かつコントロールされたものであるかという点の理解がデュー・デリジェンスの

焦点となる。この投資に重点を置いたデュー・デリジェンス補完するものとして、オペレーショナル•

デュー・デリジェンス・チームは、ヘッジ・ファンドの業務と運営（非投資）に関するリスクを評価し、不

十分な構造やプロセスが投資を危険にさらす可能性があるヘッジ・ファンドの回避を追求する。

ポートフォリオ運用では、ポートフォリオが適切に分散していることを確保することが最も重要となる。

リスクとポートフォリオの分散を評価するため、リターン・ベースやエクスポージャー・ベースの分析を含

む定性的手法および定量的手法の両方が用いられる。

管理会社は、本書に詳述された投資制限に係る各ファンドのコンプライアンスを定期的に監視しており、

リスク管理プロセスのあらゆる側面についての責任を負う。

 

オルタナティブ投資運用

管理会社は、オルタナティブ投資運用プログラムの主軸となるのは、ヘッジ・ファンドであると考えてい

る。これらは、熟練のファンド・マネジャーによる積極的なポートフォリオ運用を通じて、あらゆる市況に

おいて、絶対的リターンを生み出すことを目的としている。ヘッジ・ファンドが用いる投資手法の範囲は非

常に多様であり、ファンド・マネジャーは、株式および債券について従来型のロングのポジションを取るこ

とも、さらに適用可能な多様な戦略や有価証券に投資することもできる。ファンド・マネジャーが市場の状

況から利益を確保し、リスクを管理するためにレバレッジやデリバティブを利用する機会が生じる。ヘッ

ジ・ファンドは、個人の既存のポートフォリオを補完することが可能な様々なリスク／リターン特性を採用

することできる。そのパフォーマンスは、一般的に同様のリスク／リターン特性のベンチマークまたは特定

のハードルレートに鑑みて評価される。したがって、パフォーマンスは、相対的に測定される。

金融市場に関する著名な専門家であるアレクサンダー・イネイチェン氏は、「ファンド・マネジャーや

パートナーが潜在的な金融損失から元本を保護しつつ、投資機会を利用して絶対的リターンを追求する投資

プログラム」としてヘッジ・ファンドを定義している。最初のヘッジ・ファンドは、1949年に米国でアルフ

レッド•ウィンスロー•ジョーンズによって設定されたと考えられている。以来、ヘッジ・ファンドと彼らが

用いる戦略の数は、劇的に増加してきた。かかる成長は、ポートフォリオ内のリターンの多様性を促進し、

従来型の株式および債券への投資配分を補完することができるリターンを提供したいという投資家の希望に

起因している。1999年に4,500億米ドルの総資産で構成されていたヘッジ・ファンド業界では、現在、2.75

兆米ドルを超える資産が運用されている。ヘッジ・ファンドは、世界のほぼすべての投資市場で活動してお

り、以下の戦略を採用している。

ジェネラル・アービトラージ戦略

ジェネラル・アービトラージには、資本を自らの裁量により関連商品または類似商品の間の価格の変動ま

たは非効率性から搾取ないし利益を得ることを目的とする様々なアービトラージ戦略に配分する投資信託が

含まれる。アービトラージ取引の背後にある論理は、時価と認知された理論上のポジションまたは平衡ポジ

ションの最終的な収束にある。特定の取引資産および種々の価格決定方法は、適用される方法が取引資産に

より大幅に異なることを意味する。転換社債、株式または債券等の証券は、かかる方法において最も良く取

り扱われる資産である。リターンは価格差を部分的または完全に排除することにより得られ、また、債券取

引から利益を得ることも同様に可能である。通常の取引は、多くの場合、特に価格の下落リスクが比較的低

い場合に魅力的なリターン水準を達成することを目的としたレバレッジの利用を通じて拡大される、僅かな

価格差および利回りを伴う。多くの投資信託が借入れに依拠することを考慮すると、確実な資金源および多

額の信用枠は、この方法を用いるには必要不可欠となる。

（中略）

マクロ戦略
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本戦略は、通貨市場、株式市場および債券市場に影響を与える政府金利の変動等の世界経済環境の潜在的

変動を予測し、利益を得ることを目的とする。グローバル・マクロ戦略を採用するファンド・マネジャー

は、あらゆる主要市場に投資するか、または株価指数戦略、通貨戦略または金利戦略に特化して投資するこ

とがある。レバレッジおよびデリバティブを利用することで、時価変動の効果を高めることもできる。デリ

バティブはレバレッジ効果に対し行われる賭けとしてヘッジ目的で利用され、パフォーマンスに最も影響を

与える場合が多い。

（中略）

 

ヘッジおよびデリバティブ取引

管理会社の裁量に基づき、かつ各ファンドの別紙「ファンド概要」に規定されたヘッジ能力に従い、ある

ファンドは、ヘッジおよび積極的なポートフォリオ運用を目的としたデリバティブ取引を随時行うことがあ

る。ヘッジ取引は、リスク制御、リスク軽減またはリスク排除等の側面（為替ヘッジを含む。）が含まれる

ことがある。例えば、あらゆるデリバティブ商品は、ヘッジと原金融取引間にリスクまたは収益の相関関係

が存在することを示す歴史的証拠に基づき、既存の取引の性質を変更するため用いられることがある。その

ため、管理会社は、（ポートフォリオ内のその他の取引と関係を有することが特定可能である）取引を、取

引を実行する目的が以下の条件を満たす場合、ヘッジとみなすことを決定することがある。

（後略）

 

＜訂正後＞

投資戦略

ファンドの投資目的は別紙に記載のとおりである。各ファンドの資産は、複数の投資先ファンド（主に

ヘッジ・ファンド）に対して配分される。資産配分は、ファンドの投資目的を達成するため、ボトム・アッ

プのファンド・マネジャー選択とトップダウンの戦略的配分の両方を組み合わせ、各ファンドの別紙「ファ

ンド概要」に記載される投資制限に従って行われる。

（中略）

 

投資顧問会社

管理会社は、管理会社、受託会社と投資顧問会社との間で締結された投資顧問契約に基づき、投資顧問会

社に対して各ファンドの投資活動（ただし、かかる投資活動がクラスB規則に基づいていることを条件とす

る。）の遂行に関する業務を含み、かつ、投資顧問契約および英文目論見書に定めるその他の制限に従い、

特定のポートフォリオ運用業務を委託している。管理会社は、投資顧問会社が提供する助言を受けて各ファ

ンドの投資目的および投資方針の見直しを検討することができる。各ファンドの全体的なポートフォリオ運

用責任およびリスク管理責任は管理会社に帰属している。

 

ファンド・マネジャーの選択

投資顧問会社は、管理会社が定めるファンド全体の投資方針に従い、彼らのリスク調整後リターンを生成

する相対的能力を評価することを目的として、ファンド・マネジャーを特定し、リサーチを行いおよび監視

しなければならない。これらの活動には、投資の定量的分析および定性的分析の両方ならびに投資先ファン

ドの運用が含まれる。投資顧問会社は、継続的なデュー・デリジェンスと監視を通じて、世界中で最も優秀

な投資先ファンド•マネジャーを各戦略について見極めることを追求する。リスク調整後リターンを生成す

る投資先ファンドの能力の評価に加え、レバレッジと流動性に伴うリスクの分析は、特に重要である。

 

（中略）
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ポートフォリオ運用

各ファンドの全体的なポートフォリオ運用責任は管理会社に帰属している。

ポートフォリオは、ファンドの投資目的を充足するため、各ファンドの別紙「ファンド概要」に列挙されて

いる投資制限に基づいて継続的に構築され運用されている。デュー・デリジェンス•プロセスの基準（前記

「ファンド・マネジャーの選択」において言及されている。）を充足する投資先ファンドのみが投資対象と

して考慮され、ポートフォリオ構築には、トップダウンの戦略的視点が考慮される（前記「戦略的投資配

分」において言及されている。）。さらに、ポートフォリオは、投資家動向および投資先ファンドの利用可

能なキャパシティを考慮して構成される。リターン・ベースとエクスポージャー・ベースの両方の手法を含

む定性的分析と定量的分析が、ポートフォリオの分散と各ファンドの投資方針の文脈に対する適合性のレベ

ルを評価するために使用される。

 

リスク管理

セレクション•ファンドのリスク管理責任は、管理会社が担っている。

管理会社は、リスク管理に関して、ファンド・マネジャーの選択およびポートフォリオの運用プロセスに

付随するリスクに関する理解と管理に加え、各ファンドの別紙「ファンド概要」に列挙されているファンド

の投資制限に基づくポートフォリオの管理とモニタリングによる多層的なアプローチを行っている。

ファンド・マネジャーの選択においては、投資先ファンドのファンド・マネジャーがリターン追求のため

に負担するリスクが適切かつコントロールされたものであるかという点の理解がデュー・デリジェンスの焦

点となる。この投資に重点を置いたデュー・デリジェンス補完するものとして、オペレーショナル•

デュー・デリジェンス・チームは、投資先ファンドの業務と運営（非投資）に関するリスクを評価し、不十

分な構造やプロセスが投資を危険にさらす可能性がある投資先ファンドの回避を追求する。

ポートフォリオ運用では、ポートフォリオが適切に分散していることを確保することが最も重要となる。

リスクとポートフォリオの分散を評価するため、リターン・ベースやエクスポージャー・ベースの分析を含

む定性的手法および定量的手法の両方が用いられる。

管理会社は、本書に詳述された投資制限に係る各ファンドのコンプライアンスを定期的に監視しており、

リスク管理プロセスのあらゆる側面についての責任を負う。

 

オルタナティブ投資運用

管理会社は、オルタナティブ投資運用プログラムの主軸となるのは、ヘッジ・ファンドであると考えてい

る。これらは、熟練のファンド・マネジャーによる積極的なポートフォリオ運用を通じて、あらゆる市況に

おいて、絶対的リターンを生み出すことを目的としている。ヘッジ・ファンドが用いる投資手法の範囲は非

常に多様であり、ファンド・マネジャーは、株式および債券について従来型のロングのポジションを取るこ

とも、さらに適用可能な多様な戦略や有価証券に投資することもできる。ファンド・マネジャーが市場の状

況から利益を確保し、リスクを管理するためにレバレッジやデリバティブを利用する機会が生じる。ヘッ

ジ・ファンドは、既存のポートフォリオを補完することが可能な様々なリスク／リターン特性を採用するこ

とできる。そのパフォーマンスは、一般的に同様のリスク／リターン特性のベンチマークまたは特定のハー

ドルレートに鑑みて評価される。したがって、パフォーマンスは、相対的に測定される。

金融市場に関する著名な専門家であるアレクサンダー・イネイチェン氏は、「ファンド・マネジャーや

パートナーが潜在的な金融損失から元本を保護しつつ、投資機会を利用して絶対的リターンを追求する投資

プログラム」としてヘッジ・ファンドを定義している。最初のヘッジ・ファンドは、1949年に米国でアルフ

レッド•ウィンスロー•ジョーンズによって設定されたと考えられている。以来、ヘッジ・ファンドと彼らが

用いる戦略の数は、劇的に増加してきた。かかる成長は、ポートフォリオ内のリターンの多様性を促進し、

従来型の株式および債券への投資配分を補完することができるリターンを提供したいという投資家の希望に

起因している。1999年に4,500億米ドルの総資産で構成されていたヘッジ・ファンド業界では、本書の日付
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現在、３兆米ドルを超える資産が運用されている。ヘッジ・ファンドは、世界のほぼすべての投資市場で活

動しており、以下の戦略を採用している。

ジェネラル・アービトラージ戦略

ジェネラル・アービトラージには、資本を自らの裁量により関連商品または類似商品の間の価格の変動ま

たは非効率性から搾取ないし利益を得ることを目的とする様々なアービトラージ戦略に配分するヘッジ・

ファンドが含まれる。アービトラージ取引の背後にある論理は、時価と認知された理論上のポジションまた

は平衡ポジションの最終的な収束にある。特定の取引資産および種々の価格決定方法は、適用される方法が

取引資産により大幅に異なることを意味する。転換社債、株式または債券等の証券は、かかる方法において

最も良く取り扱われる資産である。リターンは価格差を部分的または完全に排除することにより得られ、ま

た、債券取引から利益を得ることも同様に可能である。通常の取引は、多くの場合、特に価格の下落リスク

が比較的低い場合に魅力的なリターン水準を達成することを目的としたレバレッジの利用を通じて拡大され

る、僅かな価格差および利回りを伴う。多くのヘッジ・ファンドが借入れに依拠することを考慮すると、確

実な資金源および多額の信用枠は、この方法を用いるには必要不可欠となる。

（中略）

グローバル・マクロ戦略

本戦略は、通貨市場、株式市場および債券市場に影響を与える政府金利の変動等の世界経済環境の潜在的

変動を予測し、利益を得ることを目的とする。グローバル・マクロ戦略を採用するファンド・マネジャー

は、あらゆる主要市場に投資するか、または株価指数戦略、通貨戦略または金利戦略に特化して投資するこ

とがある。レバレッジおよびデリバティブを利用することで、時価変動の効果を高めることもできる。デリ

バティブはレバレッジ効果に対し行われる賭けとしてヘッジ目的で利用され、パフォーマンスに最も影響を

与える場合が多い。

（中略）

 

ヘッジおよびデリバティブ取引

管理会社の裁量に基づき、かつ各ファンドの別紙「ファンド概要」に規定されたヘッジ能力に従い、ある

ファンドは、ヘッジおよび積極的なポートフォリオ運用を目的としたデリバティブ取引を随時行うことがあ

る。ヘッジ取引（為替ヘッジを含む。）は、リスク制御、リスク軽減またはリスク排除等の側面が含まれる

ことがある。例えば、あらゆるデリバティブ商品は、ヘッジと原金融取引間にリスクまたは収益の相関関係

が存在することを示す歴史的証拠に基づき、既存の取引の性質を変更するため用いられることがある。その

ため、管理会社は、（ポートフォリオ内のその他の取引と関係を有することが特定可能である）取引を、取

引を実行する目的が以下の条件を満たす場合、ヘッジとみなすことを決定することがある。

（後略）
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３　投資リスク

＜訂正前＞

(1) リスク要因

①　一般市場リスク

（中略）

②　ヘッジ・ファンド戦略

投資家は、ヘッジ・ファンド戦略に投資することに関係する特定のリスクが存在することに留意

すべきである。例えば、ある戦略は、レバレッジおよびその他の投機的な投資慣行を利用すること

があり、これにより投資損失のリスクが高まることがあり、株式等よりも流動性が低いことがあ

り、即時プライシングまたはオンデマンド・プライシングまたは評価情報を投資家に提供するよ

う求められないことがあり、複雑な税制体系が関係することがあり、ミューチュアル・ファンド

と同様の規制要件の対象でなく、多くの場合手数料が高額である。

③　評価リスク

（中略）

④　推定価格設定

ファンドを構成するポートフォリオ内における特定ターゲットに対する集団投資スキームは、投

資対象の管理会社や投資顧問会社が提供する推定価格に基づいていることがある。したがって、

申込みまたは買戻請求の対象となる受益証券の純資産価格は、推定価格設定の要素を反映してい

ることがある。かかる価格設定は、投資家の要求を充足するため、価格設定について十分な精度を

維持しつつ、迅速な取引価格の設定を可能にする方法として正当化される。

⑤　保管、決済、取引相手方のリスク

（中略）

⑥　成功報酬

（中略）

⑦　流動性リスク

（中略）

⑧　レバレッジ・リスク

（中略）

⑨　通貨エクスポージャー

（中略）

⑩　サイドポケットの活用

（中略）

⑪　自由に取引されない通貨のリスク

（中略）

⑫　立法上のリスク

　ファンドの投資先投資対象の投資戦略は、政府や規制当局の行為により影響を受けることがある。法令が

遡及的に適用される可能性があり、または一般には知ることができない内部規則の様式で施行されることが

ある。投資先投資対象が投資戦略を遂行することを禁止するか、または現在の戦略の期待されている収益性

を低下させる法律または規則が導入されることがある。かかる行為は、例えば、機関の国有化もしくは特定

の市場セクターにおける投資戦略の制限(例えば、金融セクターの空売り制限)または要求事項の変更(例え

ば、市場への開示事項の増加)および規制当局からの事前通知のない要求事項の適用といったあらゆる形式

をとることがある。
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⑬　HSBCグループ開示

（中略）

⑭　投資顧問会社および投資制限

　管理会社は、各ファンドに関して全体的なポートフォリオとリスク管理の責任を留保するが、投資の実行

および関連するコンプライアンス・チェックに関する業務を含めた特定のポートフォリオ運用業務を投資顧

問会社に委託することができる。また、管理会社は、投資顧問会社からの助言および推奨に基づき、ファン

ドの投資目的や戦略を改訂することもできる。かかる場合、投資限度または投資制限に関する重大な変更の

発効前に受益者が希望する場合は受益証券を買い戻すことができるよう事前に通知され、英文目論見書は、

委員会による事前の承認に基づき、改訂または補完される。これらの投資信託説明書に記載される投資制限

は制限および限度との関係上「最低限の共通指標」とされ、投資顧問会社は全般に、かかる制限に概述され

るよりもさらに大きな制限を受けることが予想される。投資制限および限度に関係する投資顧問会社の契約

上の特定義務についての詳細は、関係ファンドの受益証券所有者による書面での請求に応じ管理会社により

提供される。

　管理会社は、各投資顧問会社の業績を検討、監視し、また管理会社がその単独裁量で決定することがある

ファンドに提供された投資アドバイス構成の変更を行う。あるファンドの投資顧問会社の変更については当

該ファンドの受益証券所有者に対し通知されるが、かかる所有者は当該変更に関し議決権を付与されること

はない。

⑮　オルタナティブ投資ファンド運用会社規則

　EUのオルタナティブ投資ファンド運用会社規則(以下「AIFMD」という。)は、ファンド運営活動を行う、

または欧州経済地域(以下「EEA」という。)内に住所地を置くまたは登記上の住所を置く投資家向けにファ

ンドの持分の販売を行う特定のプライベート・ファンド運用会社の活動を規制する。あるファンドがEEA内

に住所地を置くまたは登記上の住所を置く投資家向けに積極的に販売されている場合、(i)当該ファンド

は、特定の報告、開示およびその他のAIFMDに基づく遵守義務の対象となりうるため、ファンドに付加的な

費用および経費を生じさせることがある、(ⅱ)ファンドおよび／または管理会社は、特定のEEA管轄内の国

内法に基づき生じる付加的な規制または遵守義務の対象となりうるため、ファンドに付加的な費用および経

費を生じさせるまたはファンドの管理および運営に影響を及ぼすことがある、ならびに(ⅲ)管理会社は、

ファンドおよびスキーム・プロパティに関する詳細な情報が規制当局および第三者が利用可能とするよう要

求されることがある。

⑯　欧州経済地域(「EEA」)内に住所地を置くまたは登記上の住所を置く投資家に対する通知

　セレクション・ファンドは、非EEAのオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)によ

り管理されている非EEAオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)である。したがって、投資家へ

の開示、規制当局に対する報告およびAIF年次報告に関するAIFMDの規定の一部のみが適用される。そのた

め、かかる投資家は、セレクション・ファンドがEEAのAIFMにより管理されているEEAのAIFであった場合、

AIFMDが想定する全規定の恩恵を受けることはない。

　EEA内に住所地を置くまたは登記上の住所を置く投資家は、AIFMDに基づき開示が要求される重要情報を含

むAIFMD投資家開示書面を参照すべきである。

⑰　周囲との隔絶

　信託証書に従い、各ファンドの資産は、「周囲と隔絶」または「留保」されている。これは、セレクショ

ン・ファンドに属する別のファンドの債務をカバーする為に利用できないことを意味する。
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⑱　海外拠点に住所地を置く会社の利用(ガーンジーまたは英領ヴァージン諸島を含む。)

　各ファンドは、ガーンジーもしくは英領ヴァージン諸島または管理会社または受託会社が利用可能な二重

課税防止条約を念頭に置き適切とみなすその他の地域で登記された全額出資子会社を通じて投資を行う。各

ファンドに代わって行われた全ての投資は、当該子会社により保有される。

　HSBCオルタナティブ・フォーカスド・ファンドは、ガーンジーで登記された全額出資子会社を通じて投資

を行う。HSBCマルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンド、HSBC GH ファンドおよびHSBCレバレッジ

ド GH ファンドは、英領ヴァージン諸島で登記された全額出資子会社を通じて投資を行う。

⑲　ボルカー・ルール

（中略）

　そのため、管理会社は、ファンドがボルカー・ルールを遵守していると考えている。

 

　　スイスにおいて登録されたファンドに適用される追加リスク要因

（中略）

(l) マネージド・アカウントを通じた投資

ファンドの資産は、マネージド・アカウントに投資されることがある。ただし、かかる投資がファンド

の完全所有子会社(以下「子会社」という。)のみを通じて運用される場合に限られる。子会社の取締役の

過半数は管理会社の取締役でなくてはならない。一または複数のポートフォリオ・マネジャーが、かかる

子会社の資産について投資一任権限を有するものとして任命される。かかるポートフォリオ・マネジャー

の氏名は、セレクション・ファンドが随時公表する定期報告書において開示され、株主はいつでも管理会

社の登録上の事務所において情報を照会することができる。ポートフォリオ・マネジャーは、通常、固定

運用報酬と変動成功報酬を受領する権利を有する。管理会社は、例えば、セレクション・ファンドの資産

を子会社の債権者から隔離するため、またはセレクション・ファンドには適用されない税制優遇策を受け

るため、新規に募集を行っていないか、または関連するファンドの投資対象・投資方針に合致しない投資

方針を持つヘッジ・ファンドのマネジャーに資産を割り当てるために、有限責任会社として設立された子

会社を利用することができる。各子会社は、関連するファンドの投資制限および投資目的に従って投資を

行わなくてはならない。ファンドが一または複数の子会社を通じて投資運用の一部を行う場合、その資産

にはかかる子会社を通じて直接的および間接的に保有される証券や金融商品が含まれる。セレクション・

ファンドは、子会社が発行する全株式または受益証券をセレクション・ファンドに代わり取得するため

に、ファンドの利用可能資産の一部を利用する。一または複数の子会社により発行され、ファンドにより

保有される証券は、投資制限規制上はファンドの投資とはみなされない。従って、セレクション・ファン

ドの監査済年次報告書および未監査半期報告書を作成する場合は、各子会社の財務実績は、セレクショ

ン・ファンドの監査人により監査される関連するファンドの財務実績に連結される。子会社の活動は上記

の方法により資産を保有することに限定される。さらに、受託会社は、その法律上の義務を果たすためあ

らゆる方策を講じることを確保する。

リスク要因に関する上記のリストは、可能性のあるリスクの網羅的なリストであることを予定していな

い。投資予定者には、ファンドに投資するか否かを決定する前に、本書全体を読むこと、および必要であ

ると投資予定者が判断するその他の情報を十分に精査することを推奨する。投資予定者は、確実に、本書

の内容を完全に理解していなければならない。

セレクション・ファンドを構成するファンドのいずれかの受益証券に対する投資は、上記のアプローチ

に由来するリスクおよびリターンを受け入れる用意のある投資者にのみ適している。

 

（後略）
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＜訂正後＞

(1) リスク要因

以下のリスク警告および開示は、全ての想定されるリスクを網羅するものではない。潜在的投資者は、英文

目論見書の全文を読み、当人が必要と判断するその他の情報を十分に評価した上で、ファンドに投資するか否

かを決断することを推奨する。セレクション・ファンドを構成するすべてのファンドの受益証券への投資は、

以下に記載するアプローチの結果として生じるリスクおよび報酬を受け入れる姿勢のある投資家のみに適す

る。潜在的投資者は、必ず英文目論見書の内容を十分に理解しなければならない。

ファンドがその投資目的を達成するとの保証はなく、また過去のパフォーマンスを将来のリターンの指標と

見てはならない。投資対象の価値およびそこからの収益は、下がることもあれば上がることもあり、投資者は

出資した金額を取り戻すことができない場合もある。また、投資対象は、為替管理規制、税法、源泉徴収税ま

たは経済・金融政策による影響を受ける場合がある。

(1)　一般市場リスク

（中略）

(2)　ヘッジ・ファンド戦略

投資家は、ヘッジ・ファンド戦略に投資することに関係する特定のリスクが存在することに留意

すべきである。例えば、ある戦略は、レバレッジおよびその他の投機的な投資慣行を利用すること

があり、これにより投資損失のリスクが高まることがあり、株式等よりも流動性が低いことがあ

り、即時プライシングまたはオンデマンド・プライシングまたは評価情報を投資家に提供するよ

う求められないことがあり、複雑な税制体系が関係することがあり、ミューチュアル・ファンド

と同様の規制要件の対象でなく、多くの場合手数料が高額である。

(3)　投資先ファンド

投資顧問会社はファンドの資産を配分する投資先ファンドの投資および取引活動の監視に努め

るが、投資判断はかかる投資先ファンドのレベルで行われており、かかる投資先ファンドのマネ

ジャーが、同時に、同一の有価証券または同一の資産クラス、業種、国もしくは通貨の銘柄のポジ

ションを構築し、または取引を行う可能性がある。したがって、ある投資先ファンドが資産を売却

するのとほぼ同時に別の投資先ファンドが同じ資産を購入する可能性がある。投資先ファンドの

マネジャーの選択が効果的な投資スタイルの分散をもたらすものである、または投資先ファンド

のポジションが常に一貫性のあるものであるという保証はない。投資先ファンドの選択は、かか

る投資先ファンドの持分証券が合理的な期間内に償還される機会を確保する方法で行われる。し

かしながら、投資先ファンドの流動性が、償還請求があった場合にその都度かかる請求を満たす

ほど十分であるという保証はない。

(4)　評価リスク

（中略）

(5)　推定価格設定

ファンドを構成するポートフォリオ内における特定の投資先ファンドは、当該投資先ファンドの

管理会社や投資顧問会社が提供する推定価格に基づいて評価されることがある。したがって、

ファンドの申込みまたは買戻請求の対象となる受益証券一口当たり純資産価格は、推定価格設定

の要素を反映していることがある。かかる価格設定は、投資家の要求を充足するため、価格設定に

ついて十分な精度を維持しつつ、ファンドによる迅速な取引価格の設定を可能にする方法として

正当化される。
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(6)　保管、決済、取引相手方のリスク

（中略）

(7)　成功報酬

（中略）

(8)　流動性リスク

（中略）

(9)　レバレッジ・リスク

（中略）

(10)　通貨エクスポージャー

（中略）

(11)　サイドポケットの活用

（中略）

(12)　自由に取引されない通貨のリスク

（中略）

(13)　立法上のリスク

　投資先ファンドの投資戦略は、政府や規制当局の行為により影響を受けることがある。法令が遡及的に適

用される可能性があり、または一般には知ることができない内部規則の様式で施行されることがある。投資

先ファンドが投資戦略を遂行することを禁止するか、または現在の戦略の期待されている収益性を低下させ

る法律または規則が導入されることがある。かかる行為は、例えば、機関の国有化もしくは特定の市場セク

ターにおける投資戦略の制限(例えば、金融セクターの空売り制限)または要求事項の変更(例えば、市場へ

の開示事項の増加)および規制当局からの事前通知のない要求事項の適用といったあらゆる形式をとること

がある。

(14)　HSBCグループ開示

（中略）

(15)　投資顧問会社および投資制限

　管理会社は、各ファンドに関して全体的なポートフォリオとリスク管理の責任を留保するが、投資の実行

および関連するコンプライアンス・チェックに関する業務を含めた特定のポートフォリオ運用業務を投資顧

問会社に委託することができる。また、管理会社は、投資顧問会社からの助言および推奨に基づき、ファン

ドの投資目的や戦略を改訂することもできる。かかる場合、投資限度または投資制限に関する重大な変更の

発効前に受益者が希望する場合は受益証券を買い戻すことができるよう事前に通知され、英文目論見書は、

委員会による事前の承認に基づき、改訂または補完される。英文目論見書に記載される投資制限は制限およ

び限度との関係上「最低限の共通指標」とされ、投資顧問会社は全般に、かかる制限に概述されるよりもさ

らに大きな制限を受けることが予想される。投資制限および限度に関係する投資顧問会社の契約上の特定義

務についての詳細は、関係ファンドの受益証券所有者による書面での請求に応じ管理会社により提供され

る。

　管理会社は、各投資顧問会社の業績を検討、監視し、また管理会社がその単独裁量で決定することがある

ファンドに提供された投資アドバイス構成の変更を行う。あるファンドの投資顧問会社の変更については当

該ファンドの受益証券所有者に対し通知されるが、かかる所有者は当該変更に関し議決権を付与されること

はない。

受益者は、ファンドが保有する投資先ファンドの運用、処分その他の換金に関する決定、またはファンド

の業務執行に関するその他決定をすることはない。したがって、ファンドの投資の成功は、主に管理会社な

らびに投資顧問会社およびその関係会社の技能および専門知識に依存する。管理会社としては、ファンドの

成功は一個人に依存するものではないと考えているが、管理会社もしくは投資顧問会社の現在の役職員が現
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在の職務を継続する、または当該役職員が管理会社もしくは投資顧問会社によって引き続き雇用されるとの

保証はない。当該人員の退職によってファンドのパフォーマンスに重大な悪影響が及ぶことがある。

(16)　周囲との隔絶

　信託証書に従い、特定のファンドの負債は、当該ファンドの資産から支払われるものであり、他のファン

ドに付随するものでも他のファンドの負債となるものでもない。したがって、各ファンドの資産は、「周囲

と隔絶」または「留保」されている。これは、セレクション・ファンドに属する別のファンドの債務をカ

バーする為に利用できないことを意味する。

(17) クラス間の負債

信託証書に従い、各ファンドの信託財産は、受託会社により創設された当該ファンドの受益証券の発行手

取金により構成される。各ファンドには複数のクラスがあり、将来更なるクラスが創設される場合もある。

特定のファンドの負債は、当該ファンドの資産から支払われるものであり、他のファンドに付随するもので

も他のファンドの負債となるものでもないが、この理は、特定のファンドの特定の受益証券クラスの負債と

当該ファンドの他の受益証券クラスの負債との関係においては当てはまらない（すなわち、前段に記載され

た「周囲との隔絶」は、同一ファンド内の別々の受益証券クラスにおいては当てはまらない。）。したがっ

て、資産または負債が帰属するクラスまたはポートフォリオにかかわらず、ファンドの全資産は、当該ファ

ンドのそれぞれの負債を支払うために利用することができる。実際には、クラス間またはポートフォリオ間

の負債が生じるのは、いずれかのクラスまたはポートフォリオが破産した場合または資産を費消して負債を

支払うことができなくなった場合に限られる。この場合、他のクラスに帰属するファンドの全資産は、破産

したクラスまたはポートフォリオの負債の支払に充てることができる。

(18)　海外(ガーンジーまたは英領ヴァージン諸島を含む。)拠点に住所地を置く会社の利用

　各ファンドは、ガーンジーもしくは英領ヴァージン諸島または管理会社または受託会社が利用可能な二重

課税防止条約を念頭に置き適切とみなすその他の地域で登記された全額出資子会社を通じて投資を行う。各

ファンドに代わって行われた全ての投資は、当該子会社により保有される。

　HSBCオルタナティブ・フォーカスド・ファンドは、ガーンジーで登記された全額出資子会社を通じて投資

を行う。HSBCマルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンドおよびHSBC GH ファンドは、英領ヴァージ

ン諸島で登記された全額出資子会社を通じて投資を行う。

(19) 世界金融市場危機と政府の介入

世界の金融市場は、近年、蔓延する根本的な混乱と劇的な不安定さを経験した。世界の金融市場全体で不

安定さの根底にある原因がどれほど広がり、それが更なる不安定さを生む可能性があるのかどうかは不明確

であるが、これらの根底にある原因は、これまでにないほど広範で前例のない政府の介入をもたらした。多

くの国・地域の規制当局は、幅広い緊急規制措置を実施または提案しており、多くの国・地域において金融

株およびその他の株式の空売りに関する制限を行っている。この介入は、時には十分な通告もなく、または

何らの通告もなく「緊急時に」実施されたものであるが、一部の市場参加者においては、突然および／また

は実質的に、特定の投資戦略を継続することができなくなったり、未決済ポジションのリスクを管理するこ

とができなくなったりする結果となった。また、世界の金融機関の安定性が不確実であるため、金融機関が

保有する資産の安全性は、金融機関との契約条件にかかわらず、保証されていない。世界の金融市場の複雑

さと、政府が行動を起こすことができた限られた時間枠を考慮すると、これらの介入は時には範囲と適用に

おいて不明確であり、それ自体が重大な悪材料となり、市場の効率的な機能とそれまでに成功した投資戦略

に混乱と不確実性をもたらした。

いかなる追加の暫定的または恒久的な政府による規制が市場に課されるか、および／または投資先ファン

ドの投資マネジャーが投資先ファンドの投資目的を実施する能力にそのような規制が及ぼす影響を確実に予
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測することは不可能である。しかしながら、世界の金融市場に対する規制が増加すれば、投資先ファンドの

ポートフォリオのパフォーマンスに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

(20) 法的リスク

投資先ファンドは、不十分な投資家保護、矛盾した法律、不完全、不明確かつ変化する法律、他の市場参

加者による規制の無視や違反、確実または効果的な法的救済手段の欠如、先進市場の標準的な慣行や機密保

持慣習の欠如、および既存の規制が執行されないことなどを含む様々なリスクに晒されることがある。

さらに、投資先ファンドの資産が投資される可能性のある新興市場で、判決を得て執行することが困難な

場合がある。この権利の保護および執行における困難が、投資先ファンドおよびその運営に重大な悪影響を

及ぼさないという保証はない。

新興市場における企業の規制当局による統制やコーポレート・ガバナンスは、ほとんど少数株主の保護に

資するものではない。不正行為防止およびインサイダー取引防止の法律は、未熟なものであることが多い。

また、株主に対する役員および取締役の信認義務の概念も、先進市場における概念と比較すると限定的なも

のである。場合によっては、経営者が株主の同意を得ずに重要な行為をすることもあり、希薄化に対する保

護もまた限定的なものであることがある。

(21) 市場の混乱

市場の混乱および／またはその他の異常な事象が過去の価格関係と一致しない形で市場に影響を及ぼす場

合、ファンドは重大な損失を被る可能性がある。市場が混乱している期間において過去の価格から断絶され

ることにより生じる損失のリスクは、混乱した市場では多くのポジションの流動性が失われることにより、

市場に逆らってポジションを清算することが困難または不可能となるという事実により増幅される。混乱し

た市場では、投資先ファンドが利用することのできる銀行、証券会社およびその他の取引相手方からの資金

調達は、通常縮小される。そうした縮小は、投資先ファンドに実質的な損失をもたらすことがある。1994

年、1998年、さらに2007年から2009年の「金融危機」で、証券会社コミュニティによる信用の突然の制限

は、クレジット関連投資に焦点を当てた多数の投資ビークルの強制的な清算と大きな損失をもたらした。

しかしながら、市場の混乱と一つのセクターにおける損失は他のセクターにも波及することがあるため、

多くの投資ビークルはクレジット関連投資に多額の投資をしていなかったにもかかわらず大きな損失を被っ

た。

また、世界の金融市場は、将来的には更なる根本的な混乱を経験する可能性があり、それにより投資先

ファンドのパフォーマンスに重大な悪影響を与える可能性のある政府の介入が新たに導入される可能性があ

る。さらに、予期せぬ政治的事件、軍事的事件およびテロ事件に起因する市場の混乱は、時にはファンドの

劇的な損失を招く可能性があり、そのような事件により未曾有のボラティリティとリスクを伴う歴史的にも

リスクの低い戦略が実施される場合がある。また、金融取引所は、時々一時停止され、または取引制限が課

されることがある。そのような停止は、投資先ファンドが影響を受けたポジションを清算することを困難ま

たは不可能にする可能性があり、それによって損失を被る場合がある。投資先ファンドがポジションを清算

できる程度に取引所外市場が流動性を維持するとの保証もない。

(22)　ボルカー・ルール

（中略）

　そのため、管理会社は、ファンドがボルカー・ルールを遵守していると考えている。

(23) ブレグジット

2016年６月、英国は欧州連合を離脱する投票をした。2017年３月29日、リスボン条約第50条に規定する離

脱手続が開始され、その結果２年間（またはそれ以上）の期間が設けられ、その間に離脱の手続が交渉され

る。この投票と離脱のプロセスは、英国だけでなく欧州連合、欧州経済地域および世界的にも不確実性と市

場のボラティリティの長期化を引き起こす可能性がある。これらの出来事がファンドや投資先ファンドに経
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済的、金融的、または規制上の観点から与える影響を正確に把握することは不可能であるものの、そのよう

な影響が投資家にとって重大な結果をもたらす可能性はある。

(24) オルタナティブ投資ファンド運用会社規則

EUのオルタナティブ投資ファンド運用会社規則(以下「AIFMD」という。)は、ファンド運営活動を行う、

または欧州経済地域(以下「EEA」という。)内に住所地を置くまたは登記上の住所を置く投資家向けにファ

ンドの持分の販売を行う特定のプライベート・ファンド運用会社の活動を規制する。あるファンドがEEA内

に住所地を置くまたは登記上の住所を置く投資家向けに積極的に販売されている場合、(i)当該ファンド

は、特定の報告、開示およびその他のAIFMDに基づく遵守義務の対象となりうるため、ファンドに付加的な

費用および経費を生じさせることがある、(ⅱ)ファンドおよび／または管理会社は、特定のEEA管轄内の国

内法に基づき生じる付加的な規制または遵守義務の対象となりうるため、ファンドに付加的な費用および経

費を生じさせるまたはファンドの管理および運営に影響を及ぼすことがある、ならびに(ⅲ)管理会社は、

ファンドおよびスキーム・プロパティに関する詳細な情報が規制当局および第三者が利用可能とするよう要

求されることがある。

(25) 欧州経済地域(「EEA」)内に住所地を置くまたは登記上の住所を置く投資家に対する通知

セレクション・ファンドは、非EEAのオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」という。)によ

り管理されている非EEAオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」という。)である。したがって、投資家へ

の開示、規制当局に対する報告および年次報告に関するAIFMDの規定の一部のみが適用される。そのため、

かかる投資家は、セレクション・ファンドがEEAのAIFMにより管理されているEEAのAIFであった場合、AIFMD

が想定する全規定の恩恵を受けることはない。

EEA内に住所地を置くまたは登記上の住所を置く投資家は、AIFMDに基づき開示が要求される重要情報を含

むAIFMD投資家開示書面を参照すべきである。

 

投資先ファンドの戦略に関連する特定のリスクの検討

ファンドの投資先ファンドは、その性質上、特定のリスクを伴う。投資先ファンドは、追加リスクを伴う可

能性のある投資手法（レバレッジ、空売りおよびデリバティブの使用など）を利用する。したがって、受益証

券への投資は、相当なリスクを伴い、投資金全額を失うリスクを負うことができる者にしか適さない。投資予

定者は、受益証券の申込みを行う前に、特に、以下の要因を考慮すべきである。

a. デリバティブ

投資先ファンドは、その投資方針の一環としておよびヘッジ目的のために、市場デリバティブおよび店頭デ

リバティブ（先物、先渡、オプションおよび差金決済契約を含むが、これらに限定されない。）の両方を利用

することができる。かかる商品は、ボラティリティが高く、投資家を高い損失リスクにさらす可能性がある。

かかる商品のポジションを設定するために通常必要となる低額の当初証拠金によって、レバレッジの水準は高

くなる。その結果、商品の種類によって、ある契約の価格の比較的小さな変動が当初証拠金として実際に授受

された資金額に比例して高い利益または損失を招き、預託された証拠金を上回る数量化不可能な更なる損失と

なることがある。請求される追加の証拠金が、投資先ファンドにおいて入手可能な現金額を上回る場合、投資

先ファンドは、当該契約を決済しなければならない。また、価格変動に対する値幅制限および取引所における

投機建玉制限は、ポジションの速やかな決済を妨げ、より大きな損失の可能性を招くことがある。さらに、

ヘッジ目的に使用される場合、かかる商品とヘッジ対象の投資対象または市場セクターとの間に不完全な相関

関係が生じる可能性がある。

店頭契約における取引は、追加のリスクを伴うことがあるが、これは、未決済のポジションを決済するため

の取引市場がないことに起因する。既存のポジションの清算、ポジションの価値の評価またはリスクへのエク

スポージャーの評価を行うことができない可能性がある。取引相手方が純資産価値の減少、不正確な担保請求
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または担保回復の遅れを根拠に取引を終了することができるとする中途解約条項など、契約上の非対称性およ

び非効率性もリスクを増大させることがある。投資先ファンドは、有価証券その他の資産に係るカバード・オ

プションおよびアンカバード・オプションを売却することもできる。当該オプションがアンカバード・オプ

ションに該当する場合には、投資先ファンドは、無制限の損失を被る可能性がある。

b. 店頭金融デリバティブ取引

一般的に、店頭市場における取引に関する政府の規制および監督は、組織化された取引所で行われる取引の

それほど厳格ではない（店頭市場では、一般的に、通貨、先渡、直物契約およびオプション契約、クレジッ

ト・デフォルト・スワップ、トータル・リターン・スワップならびに一定の通貨オプションが取引され

る。）。また、取引清算機関による履行の保証など、一部の組織化された取引所の参加者に与えられる保護の

多くは、店頭金融デリバティブ取引に関して利用できないことがある。したがって、店頭金融デリバティブ取

引を行う投資先ファンドは、直接の取引相手方が取引に基づく自らの義務を履行せず、投資先ファンドが損失

を被るリスクにさらされる。投資先ファンドは、特定の取引相手方から信用状または担保を受領することで、

当該取引に関連して発生するエクスポージャーを減らすことができる。しかしながら、取引相手方に関する信

用リスクを減らすために投資先ファンドが講じる措置にかかわらず、取引相手方が履行を怠らないまたはその

不履行の結果投資先ファンドが損失を被らないという保証はない。投資先ファンドが取引を行う取引相手方

は、随時、投資対象の一部に関する値付けまたは価格の見積りを中止することがある。かかる場合、投資先

ファンドは、通貨、クレジット・デフォルト・スワップまたはトータル・リターン・スワップに関して希望す

る取引または未決済のポジションに関する相殺取引を締結することができず、これによって、パフォーマンス

が悪影響を受ける可能性がある。さらに、取引所で取引される投資対象とは対照的に、通貨に係る先渡契約、

直物契約およびオプション契約は、投資顧問会社に対し、同額かつ反対の取引を通じて投資先ファンドの債務

を相殺する可能性を与えることはない。このため、投資先ファンドは、先渡契約、直物契約またはオプション

契約を締結する際、当該契約に基づく義務を履行することを要求されることがあり、また、当該義務を履行で

きなければならない。

c. コモディティ連動型金融デリバティブ商品への投資

投資先ファンドは、商品市場にエクスポージャーを有することがある。かかる種類のエクスポージャーは、

一般的に、株式および債券などの従来の有価証券への投資よりも大きなボラティリティを伴う。商品市場は、

様々な要因に基づき大きく変動することがある。当該要因には、市場全体の変動、国内外の政治的・経済的事

象および政策、戦争、テロ行為、国内外の金利および／または金利予測ならびに国内外のインフレ率および／

または投資家のインフレ期待の変化、ならびに投資信託および商品ファンドの投資活動および取引活動が含ま

れる。様々な商品の価格は、干ばつ、洪水、天候、家畜病、禁輸、関税およびその他の規制の動向などの要因

によって影響を受けることもある。かかる要因の多くが、全く予測不可能である。商品価格は、主要な生産地

域または消費地域における供給および需要の混乱によって大幅に変動することもある。一部の商品は、限られ

た国で生産され、少数の生産者によって支配されることがある。その結果、かかる国々における政治、経済お

よび供給に関連する事象が、当該商品の価格に不均衡な影響を与える可能性がある。

d. 取引相手方リスク

先物契約および先物オプション契約の締結には、取引相手方が投資先ファンドに対する自らの義務を履行で

きないリスク、すなわち信用リスクがある。多くの国際的な取引所で取引される先物契約および先物オプショ

ン契約の取引相手方は、当該取引所に関連する清算機関である。一般的に、清算機関は、その法人会員の支援

を受けており、当該法人会員は、一会員による不履行によって生じた金銭的負担を分担する義務を負っている

ため、信用リスクは大幅に減らされることになる。清算機関がその会員の支援を受けていない場合は、通常、

銀行その他の金融機関から成るコンソーシアムの支援を受けている。取引相手方、清算機関の会員または何ら

かの清算機関が、投資先ファンドに対する自らの義務を履行できる保証はない。
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e. レバレッジ、借入金および債権者

投資先ファンドは、投資目的で、レバレッジ（借入れを通じたものを含む。）を利用することができる。レ

バレッジの使用は、特別なリスクを生み、投資先ファンドの投資リスクを著しく高めることがある。レバレッ

ジは、利回りおよびトータルリターンの増加の機会を生むが、同時に、投資先ファンドのキャピタル・リスク

および利息費用へのエクスポージャーを増加させる。レバレッジを使用して行われた投資で得られた収益およ

び利益で、関連する利息費用を超過するものは、超過しない場合と比べて、投資先ファンドの純資産価額の急

増を招くことがある。反対に、関連する利息費用がかかる収益および利益を上回る場合、投資先ファンドの純

資産価額は、上回らない場合よりも急速に減少することがある。

f. 流動性および投資対象の評価

投資先ファンドは、上場していないまたは活発な市場の存在しない有価証券またはデリバティブ商品に投資

することがある。例えば、投資先ファンドは、新興市場を含む異なる市場への直接または間接のエクスポー

ジャーを有する有価証券またはデリバティブ商品に投資することがあり、当該投資対象は、北米および欧州の

より先進的な市場で取引される有価証券と比べ、政治リスクの増大または不利な為替変動による影響を受ける

ことがある。また、投資先ファンドは、店頭市場でのみ取引される投資対象を取得する場合がある。したがっ

て、当該投資対象の正確な評価および換金または当該投資対象のポジションの適切な価格での決済が、必ずし

も可能であるとは限らない。

g. ボラティリティ全般

投資先ファンドは、極めてボラティリティの高い商品に投資することがある。投資先ファンドの保有する投

資対象の価値が予想以上に大きく変動した場合、これにより投資ファンドの純資産価額が大幅かつ急激に変動

し、巨額の損失につながることがある。

投資先ファンドの投資マネジャーがとるポジションは、当該マネジャーによる取引後数か月間にわたる価格

変動の予測に基づくものである。その間に、投資対象の市場価値が上昇しない、ひいては減少することもあ

り、このことは、投資先ファンドの純資産価額に反映されることになる。

h. モデル／情報技術への依存

投資先ファンドの投資アプローチは、投資先ファンドの投資マネジャーが長い時間をかけて開発した自動化

されたコンピュータ・アルゴリズムとして実装される数理モデルに基づくものであることがある。投資先ファ

ンドの投資アプローチの前提となる自動化されたアルゴリズムの運用が成功するかどうかは、投資先ファンド

の投資マネジャーが有する情報技術システムおよび当該投資マネジャーがそのシステムを利用可能な状態に保

ち、適切な障害復旧手順を整備しておく能力に左右される。また、市場力学は時間の経過により変化すること

から、過去に大きな成功を収めたモデルであっても時代遅れとなることがあり、場合によっては多額の損失が

発生するまで投資先ファンドの投資マネジャーがその事実に気づかないこともある。投資先ファンドの投資マ

ネジャーが効果的な数理モデルおよび自動化されたコンピュータ・アルゴリズムの維持に成功する保証はな

い。

i. 空売り

空売りは、証拠金取引を伴うものであるために、ロング・ポジションに基づく取引と比べ高いリスクを伴う

場合がある。有価証券の空売りは、当該有価証券の市場価格が理論上無制限に値上がりするというリスクを伴

うものであり、これによりショート・ポジションをカバーすることができなくなったり、理論上無制限の損失

が生じたりする可能性がある。ショート・ポジションをカバーするために必要な有価証券を購入することがで

きるとの保証はない。

近年世界の金融市場が不安定であることを受け世界各地の規制当局が講じる規制措置または立法措置によ

り、一定の有価証券でショート・ポジションをとることは制限されてきた。制限の水準は、国・地域により異

なり、短中期的に変更される可能性がある。これらの制限によって、多くの市場参加者はその投資戦略の実行
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を継続すること、またはその未決済ポジションのリスクを管理することが困難となり、場合によっては不可能

となっている。したがって、投資先ファンドの投資マネジャーは、一定の有価証券、企業またはセクターに関

し否定的な見方を十分に表明することができないことがあり、投資先ファンドの投資マネジャーが投資先ファ

ンドの投資目的を達成する能力は、制限されることがある。

j. 為替リスク

投資先ファンドの資産および負債は投資先ファンドの基準通貨とは異なる通貨で表示されることがあるた

め、投資先ファンドは、為替管理規制または基準通貨と他の通貨との為替相場の変動によりプラスまたはマイ

ナスの影響を受けることがある。為替相場の変動は、投資先ファンドの持分、受取配当または受取利息および

実現損益の価値に影響を及ぼすことがある。通貨間の為替相場は、為替市場の需給、国際収支、政府の介入、

憶測その他の政治経済状況によって決まる。有価証券の表示通貨が対基準通貨で上昇した場合、当該有価証券

の価値は上昇する。反対に、同通貨の為替相場が下落すれば、当該有価証券の価値は悪影響を受けることにな

る。投資先ファンドは、為替リスクをヘッジするために外貨取引を行うことがある。ただし、ヘッジまたは保

護が達成される保証はない。また、この戦略は、投資先ファンドの保有する有価証券の表示通貨が対基準通貨

で上昇した場合、投資先ファンドが当該有価証券のパフォーマンスから利益を得ることを制限することがあ

る。

k. 新興市場リスク

新興市場への投資に関連する特別なリスクにより、当該有価証券に対するエクスポージャーを有する投資先

ファンドは、投機的とみなされるべきである。一般に、新興市場の経済は、国際貿易への依存度が極めて高

く、そのため、貿易障壁、為替管理、相対的通貨価値の調整介入その他貿易相手国によって課されるまたは取

り決められる保護措置による悪影響を受けており、今後も悪影響を受け続けることがある。これらの経済は、

貿易相手国の経済状況によっても悪影響を受けており、今後も悪影響を受け続けることがある。新興市場への

投資に関連するブローカー手数料および保管業務等の費用は、より先進的な市場への投資に関連するものと比

べて高額となることが一般的である。一部の市場では適切な保管システムが存在しないため、一定の国に投資

を行うことができない、または投資を行うために投資先ファンドはより大きな保管リスクを引き受けなければ

ならないことがある。また、当該市場は異なる決済・清算手続を有する。一定の市場では、有価証券の取引高

のペースに決済が追いつかず、当該取引の実行が困難となったことがある。投資先ファンドが決済上の問題に

より意図した有価証券を購入することができない場合、投資先ファンドは、絶好の投資機会を逃すことになる

可能性がある。決済上の問題に起因して保有有価証券を処分できない場合、当該保有有価証券の価値が後に下

落することで投資先ファンドが損失を被る可能性があり、または、投資先ファンドが当該有価証券の譲渡契約

を締結していた場合には、その買主に対し潜在的な債務を負うことになる可能性がある。一または複数の新興

市場において緊急事態が発生し、その結果、有価証券の取引が停止しまたは大幅に縮小し、投資先ファンドが

当該市場において保有する有価証券の価格が直ちに入手可能なものではなくなるリスクも存在する。投資家

は、新興市場における政治状況の変化によって、外国投資家に対する課税姿勢が大幅に変化することがある点

に留意すべきである。当該変化によって、法律、法解釈または外国投資家への免税もしくは国際租税条約に係

る利益の付与が改正・変更されることがある。当該改正・変更は、遡及的な効果を有する可能性があり、（当

該改正・変更が行われた場合）その影響を受ける投資先ファンドの受益者の投資収益に悪影響を及ぼす可能性

がある。

l. 金利リスク

債券その他の固定利付証券に対するエクスポージャーを有する投資先ファンドは、金利が変動した場合、そ

の価値が下落することがある。一般に、債務証券は、金利下落時に値上がりし、金利上昇時には値下がりす

る。債務証券は、通常、長期のものの方が金利変動に対する感応度が高くなる。
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m. 信用リスク

債券その他の固定利付証券に対するエクスポージャーを有する投資先ファンドは、発行体が当該有価証券に

係る支払を行わないリスクにさらされる。財務状態の悪化している発行体は、有価証券の信用度を低下させ、

それにより当該有価証券の価格変動が大きくなる可能性がある。有価証券の信用格付の引下げも、当該有価証

券の流動性を相殺し、投資先ファンドによる売却を困難にさせることがある。信用度が低い債務証券に投資し

ている投資先ファンドは、これらの問題による影響を受けやすく、その価値の変動性が高くなることがある。

n. 格付引下げリスク

投資適格債券は、非投資適格債券に格下げされるリスクにさらされることがある。有価証券または有価証券

の発行体の信用格付が引き下げられた場合、投資先ファンドの当該有価証券に係る投資価値は、悪影響を受け

ることがある。格付が引下げられた場合、下記の非投資適格債券リスクが適用される。

o. 非投資適格債券

投資適格を下回る格付またはこれに匹敵する質の固定利付証券への投資は、投資適格債券と比べ、信用リス

クが大きい。収益または元本の支払が支払期限到来時に行われない可能性が高いため、債務不履行リスクも高

い。債務不履行後に回収される金額は、少額またはゼロとなることがあり、投資先ファンドが破産手続その他

これに類する手続により損失を回収しようとする場合には、追加費用が発生することがある。これらの有価証

券の市場は活発でないことから、投資先ファンドによる当該有価証券の売却が困難となることがある。これら

の有価証券の評価は難しいため、投資先ファンドの価格の変動性が高くなることがある。

 

　　スイスにおいて登録されたファンドに適用される追加リスク要因

（中略）

(l) マネージド・アカウントを通じた投資

ファンドの資産は、マネージド・アカウントに投資されることがある。ただし、かかる投資がファンド

の完全所有子会社(以下「子会社」という。)のみを通じて運用される場合に限られる。子会社の取締役の

過半数は管理会社の取締役でなくてはならない。一または複数のポートフォリオ・マネジャーが、かかる

子会社の資産について投資一任権限を有するものとして任命される。かかるポートフォリオ・マネジャー

の氏名は、セレクション・ファンドが随時公表する定期報告書において開示され、株主はいつでも管理会

社の登録上の事務所において情報を照会することができる。ポートフォリオ・マネジャーは、通常、固定

運用報酬と変動成功報酬を受領する権利を有する。管理会社は、例えば、セレクション・ファンドの資産

を子会社の債権者から隔離するため、またはセレクション・ファンドには適用されない税制優遇策を受け

るため、新規に募集を行っていないか、または関連するファンドの投資対象・投資方針に合致しない投資

方針を持つヘッジ・ファンドのマネジャーに資産を割り当てるために、有限責任会社として設立された子

会社を利用することができる。各子会社は、関連するファンドの投資制限および投資目的に従って投資を

行わなくてはならない。ファンドが一または複数の子会社を通じて投資運用の一部を行う場合、その資産

にはかかる子会社を通じて直接的および間接的に保有される証券や金融商品が含まれる。セレクション・

ファンドは、子会社が発行する全株式または受益証券をセレクション・ファンドに代わり取得するため

に、ファンドの利用可能資産の一部を利用する。一または複数の子会社により発行され、ファンドにより

保有される証券は、投資制限規制上はファンドの投資とはみなされない。従って、セレクション・ファン

ドの監査済年次報告書および未監査半期報告書を作成する場合は、各子会社の財務実績は、セレクショ

ン・ファンドの監査人により監査される関連するファンドの財務実績に連結される。子会社の活動は上記

の方法により資産を保有することに限定される。さらに、受託会社は、その法律上の義務を果たすためあ

らゆる方策を講じることを確保する。
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（後略）
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４　手数料等及び税金

（１）申込手数料

＜訂正前＞

①　海外における申込手数料

別紙をご参照下さい。

管理会社は、あるファンドの受益証券の発行に応じ、各ファンドの別紙に記載されるとおりの買

付金に対する一定料率の当初申込手数料を買付代金から控除することができる。特定のファンド

の現行当初申込手数料料率の引上げについては最初にすべての新規申込者または申込予定者(影

響を受ける場合)に通知され、新規の料率を記載した新しい投資信託説明書が発行される。

（後略）

 

＜訂正後＞

①　海外における申込手数料

別紙をご参照下さい。

管理会社は、あるファンドの受益証券の発行に応じ、各ファンドの別紙に記載されるとおりの買

付金に対する一定料率の当初申込手数料を買付代金から控除することができる。現在、管理会社

は当初申込手数料を課していないが、特定のファンドの現行当初申込手数料料率の導入または引

上げについては最初にすべての新規申込者または申込予定者(影響を受ける場合)に通知され、当

初申込手数料および／または新規の料率を記載した最新の英文目論見書が発行される。

（後略）

 

（２）買戻し手数料

＜訂正前＞

①　海外における買戻し手数料

別紙をご参照下さい。

管理会社は、あるファンドの受益証券の買戻しに応じ、各ファンドの別紙に記載されるとおりの

買付代金に対する一定料率を上限とする買戻し手数料を買付代金から控除することができる。特

定のファンドの現行買戻手数料料率の引上げについては最初にすべての受益者に通知され、新規

の料率を記載した新しい投資信託説明書が発行される。

（後略）

 

＜訂正後＞

①　海外における買戻し手数料

別紙をご参照下さい。

管理会社は、あるファンドの受益証券の買戻しに応じ、各ファンドの別紙に記載されるとおりの

買付代金に対する一定料率を上限とする買戻し手数料を買付代金から控除することができる。特

定のファンドの現行買戻手数料料率の引上げについては最初にすべての受益者に通知され、新規

の料率を記載した最新の英文目論見書が発行される。

（後略）

 

（３）管理報酬等

＜訂正前＞

(ⅰ) 管理報酬および投資顧問会社の報酬

（中略）
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(b) 投資顧問報酬

管理会社は、投資顧問会社に管理報酬から投資顧問報酬を支払う。

（中略）

受託報酬は、信託証書に基づく受託業務の対価として受託会社に支払われる。

平成29年４月30日に終了した会計年度にHSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファ

ンドおよびHSBC GH ファンドに関して支払われた受託報酬は、それぞれ52千米ドルおよび1,868

千米ドルである。

 

＜訂正後＞

(ⅰ) 管理報酬および投資顧問会社の報酬

（中略）

 

(b) 投資顧問報酬

管理会社は、投資顧問会社に管理報酬から投資顧問報酬を支払う。ただし、管理報酬に投資顧問報

酬が含まれていないクラスＳ受益証券についてはこの限りでない。

（中略）

受託報酬は、信託証書に基づく受託業務の対価として受託会社に支払われる。

平成29年４月30日に終了した会計年度にHSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファ

ンドおよびHSBC GH ファンドに関して支払われた受託報酬は、それぞれ52千米ドルおよび1,868

千米ドルである。

(ⅴ) 保管報酬

包括保管契約に基づき受託会社が包括保管受託銀行に支払う報酬および副保管契約に基づき包

括保管受託銀行が副保管受託銀行に支払う報酬は、受託報酬から支払われる。さらなる保管委託

契約に基づき副保管受託銀行が支払う報酬は、包括保管受託銀行が副保管受託銀行に支払う報酬

から支払われる。

 

（４）その他の手数料等

＜訂正前＞

（前略）

(ⅱ) 設立費用

セレクション・ファンドの設立と各ファンドおよび受益証券クラスの設定において管理会社が

負担した当初設立費用は、まず管理会社が支払い、別紙に別途記載される場合を除き、その後、一

ファンドまたは受益証券クラスに割り当てられる最大額が25,000米ドルまたは他の通貨相当額

を超えないように各ファンドまたは受益証券クラス間に割り当てられる。あるファンドまたは受

益証券クラスへの割当額は当該ファンドまたは受益証券クラスに対し請求され、その資産から支

払われ、その後当該ファンドまたは受益証券クラス内の会計処理を目的とし、５年を超えない期

間にわたり償却される。

上記に代えて、管理会社は、当該費用を引き続き負担し、５年を超えない期間にわたり毎週按分し

て当該ファンドまたは受益証券クラスに対し負担額を課すことができる。ただし、各ファンドま

たは受益証券クラス当たりの年次負担額は年間当たり5,000米ドルまたは他の通貨相当額を超え

ないものとする。随時、(a)管理会社の意見によれば、長期の継続的利益を有するかおよび／または

一もしくは複数のファンドまたは受益証券クラスに関係する特別の性質の追加費用が発生する

ことがあり、(b)新ファンドまたは受益証券クラスが設定され、それにより現在の設立費用が分担
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されることになり、また(c)既存ファンドまたは受益証券クラスが終了し、これに関し既に賦課済

みの費用がまだ償却されていないことがある。かかるすべての場合、管理会社は、受託会社の事前

の承認を得て、償却額を調整し、償却期間を５年以下に短縮することができる。ただし、いかなる

ファンドまたは受益証券クラスにおいても償却されるべき費用の期限前支払総額は、いずれの時

点にても25,000米ドルまたは他の通貨相当額を超えないものとして、またあるファンドまたは受

益証券クラスの年間償却額または管理会社による年間負担請求額は、年間当たり5,000米ドルま

たは他の通貨相当額を超えないものとする。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

(ⅱ) 設立費用

セレクション・ファンドの設立と各ファンドおよび受益証券クラスの設定において管理会社が

負担した当初設立費用は、まず管理会社が支払い、別紙に別途記載される場合を除き、その後、一

ファンドまたは受益証券クラスに割り当てられる最大額がファンドについては25,000米ドルま

たは他の通貨相当額および受益証券クラスについては5,000米ドルまたは他の通貨相当額を超え

ないように各ファンドまたは受益証券クラス間に割り当てられる。あるファンドまたは受益証券

クラスへの割当額は当該ファンドまたは受益証券クラスに対し請求され、その資産から支払わ

れ、その後当該ファンドまたは受益証券クラス内の会計処理を目的とし、ファンドについては５

年および受益証券クラスについては１年を超えない期間にわたり償却される。

上記に代えて、管理会社は、当該費用を引き続き負担し、ファンドについては５年および受益証券

クラスについては１年を超えない期間にわたり毎週按分して当該ファンドまたは受益証券クラ

スに対し負担額を課すことができる。ただし、各ファンドまたは受益証券クラス当たりの年次負

担額は年間当たりファンドについては5,000米ドルまたは他の通貨相当額または受益証券クラス

については1,000米ドルまたは他の通貨相当額を超えないものとする。随時、(a)管理会社の意見に

よれば、長期の継続的利益を有するかおよび／または一もしくは複数のファンドまたは受益証券

クラスに関係する特別の性質の追加費用が発生することがあり、(b)新ファンドまたは受益証券

クラスが設定され、それにより現在の設立費用が分担されることになり、また(c)既存ファンドま

たは受益証券クラスが終了し、これに関し既に賦課済みの費用がまだ償却されていないことがあ

る。かかるすべての場合、管理会社は、受託会社の事前の承認を得て、償却額を調整し、償却期間を

ファンドについては５年および受益証券クラスについては１年以下に短縮することができる。た

だし、いかなるファンドまたは受益証券クラスにおいても償却されるべき費用の期限前支払総額

は、いずれの時点にてもファンドについては25,000米ドルまたは他の通貨相当額および受益証券

クラスについては5,000米ドルまたは他の通貨相当額を超えないものとして、またあるファンド

または受益証券クラスの年間償却額または管理会社による年間負担請求額は、年間当たりファン

ドについては5,000米ドルまたは他の通貨相当額または受益証券クラスについては1,000米ドルま

たは他の通貨相当額を超えないものとする。

（後略）

 

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

（前略）
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受益証券所有者

あるファンドの受益証券に関わるすべての利益分配は、ガーンジーのあらゆる所得税の控除なし

で行われる。ただし、かかる受益証券の所有者は、ガーンジーの所得税法上ガーンジー、オールダ

ニーまたはヘルムの居住者とはみなされず、また居住者とみなされる他の者のノミニーとして行

為していないことが必要である。受託会社は、受益者が居住者である場合、ガーンジーの所得税に

関わる責任者に対し、ガーンジー、オールダニーまたはヘルムの居住者である受益者に対して支

払われた分配金の詳細を提示しなければならない。

 

(D) FATCA

FATCA は、外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略である。同

法は、米国内での租税回避を防ぐことを目的とした制定法の部分である。

米国財務省(「財務省」)および米国国税庁(「IRS」)により導入されたFATCA の目的は、米国人

が自らの収益および資産に対する米国租税を回避するための銀行およびその他の金融機関の利

用を制限することにより、より良い税務遵守を促進することである。

国際的な税務遵守を改善し、FATCA を制定するため、世界的に多数の国々が米国政府との政府間

協定(「IGA」)を締結している。これらのIGAにより、FATCA 法がこれらの国々における現地法

の一部となる。

米国内国歳入法の第1471条から第1474条(「FATCA 」)により、FATCA 第1471条(d)(4)に定義され

る外国金融機関(「FFI」)に対する特定の支払には、かかるFFIがFATCA に準拠していない場合

30％の源泉徴収が課される。セレクション・ファンドは、FFIであり、よってFATCA の対象であ

る。

米国内財源からの利息、配当およびその他特定の種類の収益を構成するセレクション・ファンド

およびファンドに対する支払には、かかる源泉徴収税が適用される。2019年１月１日以降、かかる

源泉徴収税は、米国株式、債券および米国源泉配当または利息支払をもたらすその他特定の資産

の売却またはその他の処分により受領した総収益にも適用される。

これらのFATCA 源泉徴収税は、(i)ファンドがFATCA の規定およびそれに基づく関連規則、通知

および発表に従いFATCA に服する場合、または（ii)ファンドが適切なIGAに服する場合を除き、

ファンドに対する支払に課されることがある。

ファンドは、自らの収益がFATCA 源泉徴収税の対象となることがないよう確保するため適切な

時期にFATCA を遵守することを予定している。ガーンジーは、米国とIGAを締結しており、

FATCA に関する現地規則を施行している。セレクション・ファンドおよびファンドは、かかる

IGAの要項および現地の施行規則を遵守することを意図している。ガイダンス・ノート原案は、

ガーンジー内で公表されている。

FATCA の定める義務を遵守するため、セレクション・ファンドおよびファンドは、自らの米国の

課税上の地位を確定するための特定の情報を投資家から入手する必要がある。投資家が特定の米

国人、米国所有の非米国企業、非参加FFI(「NPFFI」)である場合または必要書類を提供しない場

合、セレクション・ファンドおよびファンドは、これらの投資家に関する情報を該当税務当局に

報告する必要があることがある。かかる情報には、投資家、投資家の最終的な実質所有者および／

または支配者、ならびに投資家によるセレクション・ファンドおよびファンドへの投資およびそ

のリターンに関する一定の詳細が含まれる場合がある。

投資家またはセレクション・ファンドおよびファンドの持分を保有するために用いられる仲介

機関が、セレクション・ファンドおよびファンド、それらの代理人もしくは授権された代表者に、
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セレクション・ファンドおよびファンドがFATCA( または類似の制定法)を遵守するために必要

な正確、完全かつ真正な情報を提供することができない場合、またはNPFFIである場合、当該投資

家は、投資家に分配可能であったであろう金額に対する源泉徴収の対象となることがあり、さら

に(i)セレクション・ファンドおよびファンドの持分を売却することを余儀なくされること、また

は（ii)特定の状況において、投資家のセレクション・ファンドおよびファンドの持分が非任意的

に売却されることがある。セレクション・ファンドおよびファンドは、自らの裁量において投資

家の同意を得ずに、セレクション・ファンドおよびファンドがFATCA を遵守するために適切ま

たは必要とみなす手段を講じるための補完的な契約を締結することができる。

投資家は、FATCA 上の要件についての自らの状況に関し税務アドバイザーに相談すべきである。

とりわけ、仲介機関を通じて受益証券を保有する投資家は、投資利益に対してFATCA 源泉徴収税

が適用されることのないよう、それらの仲介機関がFATCA を遵守しているか確認すべきである。

 

(E) 共通報告基準

2014年２月13日、経済協力開発機構は、FATCA に基づき報告すべき情報に準ずる、金融機関の口

座情報を自動的に交換するための世界的な規準を定めることを目的とした、「共通報告基準」を

公表した。2014年10月29日、51の国・地域が、共通報告基準に従いFATCA 同様の情報を自動的に

交換することを開始する、権限のある当局による多国間協定(以下「多国間協定」という。)に調

印した。以降、多国間協定に調印した国・地域は増加し、合計で100を超える国・地域が共通報告

基準の採用を約束している。これらのうち50以上の国・地域が、2016年１月１日より共通報告基

準を採用している。

多国間協定に調印した早期採用国・地域(ガーンジーを含む。)は、2017年９月までに初回の情報

交換を実施するために努力する旨約束している。その他の国(日本を含む。)については、2018年か

ら情報交換に参加することが見込まれている。

共通報告基準および2016年１月１日から共通報告基準を実施するためにガーンジーで制定され

た法律に基づき、共通報告基準を採用した国・地域の居住者もしくは共通報告基準を採用した

国・地域の居住者である１名以上の自然人により支配される企業である一定の投資家について、

関連する免除が適用される場合を除き、一定の開示要件が課されることになる。また、一定の

デューディリジェンス義務も課されることになる。該当する場合、開示が必要となる情報には、投

資家、投資家の最終的な実質所有者および／または支配者、ならびに投資家によるセレクショ

ン・ファンドおよびファンドへの投資およびそのリターンに関する一定の詳細が含まれること

になる。共通報告基準は、草案形式で公表され、経済協力開発機構発行の指針によって補完された

指針に従い、ガーンジーの国内法を介して実施される。

 

(F) 税務情報請求

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

受益証券所有者

あるファンドの受益証券に関わるすべての利益分配は、ガーンジーのあらゆる所得税の控除なし

で行われる。ただし、かかる受益証券の所有者は、ガーンジーの所得税法上ガーンジー、オールダ

ニーまたはヘルムの居住者とはみなされず、また居住者とみなされる他の者のノミニーとして行
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為していないことが必要である。受益者が居住者である場合、セレクション・ファンドが所得税

の免除を受けている限り、ファンドの受益証券について分配される利益は、ガーンジーのあらゆ

る所得税の控除なしで行われる。ただし、受託会社は、ガーンジーの所得税に関わる責任者に対

し、ガーンジー、オールダニーまたはヘルムの居住者である受益者に対して支払われた分配金の

詳細を提示しなければならない。

 

(D) FATCAおよび共通報告基準

FATCA は、外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略である。同

法は、米国内での租税回避を防ぐことを目的とした制定法の一部である。

米国財務省(「財務省」)および米国国税庁(「IRS」)により導入されたFATCA の目的は、米国人

が自らの収益および資産に対する米国租税を回避するための銀行およびその他の金融機関の利

用を制限することにより、より良い税務遵守を促進することである。

国際的な税務遵守を改善し、FATCA を制定するため、世界的に多数の国々が米国政府との政府間

協定(「IGA」)を締結している。これらのIGAにより、FATCA 法がこれらの国々における現地法

の一部となる。

米国内国歳入法の第1471条から第1474条(「FATCA 」)により、FATCA 第1471条(d)(4)に定義され

る外国金融機関(「FFI」)に対する特定の支払には、かかるFFIがFATCA に準拠していない場合

30％の源泉徴収が課される。セレクション・ファンドは、FFIであり、よってFATCA の対象であ

る。

2014年７月１日以降、米国内財源からの利息、配当およびその他特定の種類の収益を構成するセ

レクション・ファンドおよびファンドに対する支払には、かかる源泉徴収税が適用される。2019

年１月１日以降、かかる源泉徴収税は、米国株式、債券および米国源泉配当または利息支払をもた

らすその他特定の資産の売却またはその他の処分により受領した総収益にも適用される。2019年

１月１日または最終規則の公表日のいずれか遅い日以降、かかる源泉徴収税は、米国源泉支払に

起因するものである限りにおいて、一定の非米国金融機関からの非米国源泉支払の一部にも課さ

れることとなる。

これらのFATCA 源泉徴収税は、(i)ファンドがFATCA の規定およびそれに基づく関連規則、通知

および発表に従いFATCA に服する場合、または（ii)ファンドが適切なIGAに服する場合を除き、

ファンドに対する支払に課されることがある。

ファンドは、自らの収益がFATCA 源泉徴収税の対象となることがないよう確保するため適切な

時期にFATCA を遵守することを予定している。ガーンジーは、米国とIGAを締結しており、

FATCA に関する現地規則を施行している。セレクション・ファンドおよびファンドは、かかる

IGAの要項および現地の施行規則を遵守することを意図している。ガイダンス・ノート原案は、

ガーンジー内で公表されている。

他の国々は、情報の報告に関する税制を採用したかまたは採用する過程にある。ガーンジーは、50

以上の国・地域とともに、2016年１月１日より共通報告基準を採用しており、他の採用国・地域

と税務情報を自動的に交換する予定である。さらに多くの国・地域も、2017年１月１日を効力発

生日として共通報告基準を採用した。将来、これ以外の国・地域も共通報告基準を採用する見込

みである。セレクション・ファンドも、共通報告基準および現地の施行規則を遵守することを意

図している。結果として、セレクション・ファンドは、かかる法律に基づく投資家（および場合に

よっては、投資家の実質的な所有者および／または支配者）の税務状況および各投資家に関する

情報をガーンジー税務当局に対する開示のため入手することが必要となる。

EDINET提出書類

ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

56/71



FATCA ／共通報告基準の定める義務を遵守するため、セレクション・ファンドおよびファンド

は、自らの米国の課税上の地位を確定するための特定の情報を投資家から入手する必要がある。

投資家が特定の米国人（FATCA の目的上）、報告対象者（共通報告基準の目的上）、米国の居住

者／市民または共通報告基準を採用した国・地域の居住者である一もしくは複数の自然人によ

り最終的に所有もしくは支配される企業、非参加FFI(「NPFFI」)である場合または必要書類を提

供しない場合、セレクション・ファンドおよびファンドは、法的に許容される範囲内でこれらの

投資家に関する情報をガーンジー税務当局に報告する必要があることがある。

投資家またはセレクション・ファンドおよびファンドの持分を保有するために用いられる仲介

機関が、セレクション・ファンドおよびファンド、それらの代理人もしくは授権された代表者に、

セレクション・ファンドおよびファンドがFATCA または共通報告基準(または類似の制定法)を

遵守するために必要な正確、完全かつ真正な情報を提供することができない場合、またはNPFFI

である場合、当該投資家は、投資家に分配可能であったであろう金額に対する源泉徴収の対象と

なることがあり、さらに(i)セレクション・ファンドおよびファンドの持分を売却することを余儀

なくされること、または（ii)特定の状況において、投資家のセレクション・ファンドおよびファ

ンドの持分が非任意的に売却されることがある。セレクション・ファンドおよびファンドは、自

らの裁量において投資家の同意を得ずに、セレクション・ファンドおよびファンドがFATCA ま

たは共通報告基準(またはこれらに類する措置)を遵守するために適切または必要とみなす手段

を講じるための補完的な契約を締結することができる。

投資家は、FATCA または共通報告基準(またはこれらに類する措置)についての自らの状況に関し

税務アドバイザーに相談すべきである。とりわけ、仲介機関を通じて受益証券を保有する投資家

は、投資利益に対してFATCA 源泉徴収税が適用されることのないよう、それらの仲介機関が

FATCA を遵守しているか確認すべきである。

 

(E) 税務情報請求

（後略）

 

　　次へ
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第２　管理及び運営

１　申込（販売）手続等

＜訂正前＞

（前略）

マネー・ロンダリング規制

管理会社および名義書換事務代行会社は、受益証券申込みの受付および資金の受領に際してデュー・デリ

ジェンスを行うことを義務づける国内外の反マネー・ロンダリングおよびテロリズム防止規則（1999年ガーン

ジー刑事司法(犯罪収益)(改正済)、2007年ガーンジー刑事司法(犯罪収益)(金融サービス業)規制(改正済)なら

びに金融犯罪およびテロリスト金融に関する金融サービス業向け委員会のハンドブック(改正済)を含むが、こ

れに限られない。)（以下「適用あるAML法」という。）に服する。適用あるAML法により、管理会社および／

または名義書換事務代行会社は、国内外で調査を行い、その承知する調査結果および状況を報告することを要

求されている。

名義書換事務代行会社は、受益証券の申込みを行う個人や法人の身元の証明を要求する。したがって、受益

証券の申込人は、初回の受益証券の申込みの際には必ず、申込書の関連の項目に記入し、必要な添付書類とと

もに提出しなければならない。

身元確認の目的で要求された情報の提出に遅滞・不履行がある場合には、名義書換事務代行会社は申込みや

申込金の受理を拒否することができ、また、申込後に要求された情報については、情報が提出されるまで買戻

代金の支払を拒否することができる。

マネー・ロンダリングおよびテロリズム金融の抑止

マネー・ロンダリングおよびテロリズム金融の防止を目的とした措置は、投資家の身元、住所、資金源なら

びに該当する場合には、リスクについてセンシティブに対応して実質的な所有者の詳細な検証およびセレク

ション・ファンドとの取引関係の継続的な監視を必要とする。

一例として、個人投資家は、(ⅰ)正式名、旧名(旧姓等)およびその他の通称、(ⅱ)主たる居住地の住所、

(ⅲ)生年月日および出生地、(ⅳ)国籍、(ⅴ)職業、就いている公職および該当する場合には雇用者の氏名、な

らびに(ⅵ)公的な個人識別番号その他個人の写真が付された有効期限内の公的文書(例：パスポート、身分

証、居住許可証、社会保障記録、運転免許証)に記載された固有の識別番号を含む識別データの提供を求めら

れる。

法人の投資家の場合、法人としての法人格を確認するために以下の提出が求められる場合がある。(ⅰ)該当

する場合、設立証書(またはその同等物)、(ⅱ)法人が解散、名簿抹消、清算または終了しておらず、現在その

いずれも進行中ではない旨の確認を含む、会社登録検索、(ⅲ)直近の監査済年次財務書類の写し、(ⅳ)基本定

款および通常定款または同等の設立関連文書の写し、(ⅴ)取締役名簿の写し、(ⅵ)株主名簿の写し、(ⅶ)電子

的情報源を含む、独立した情報照会先(例：ビジネス情報サービス)、(ⅷ)口座の開設および口座署名者の登録

を承認した取締役会決議の写し、ならびに(ⅸ)主たる事業所への直接訪問。

（中略）

受益証券の申込み

（中略）

関連するクラス受益証券の通貨建ての決済用キャッシュは、当該取引日の４営業日前の午後５時（ガーン

ジー時間）までに、名義書換事務代行会社が受領していなければならない。上記の時刻までに決済用キャッ

シュが受領されなかった場合、申込みはキャンセルされ、申込可能な翌取引日に処理されることがある。

（中略）
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当初申込み後、継続申込みは、（書面により事前に名義書換事務代行会社が同意した様式または方法によ

り、また名義書換事務代行会社の要求に従って）電子的に受諾することもできる。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

マネー・ロンダリング規制

管理会社および名義書換事務代行会社は、受益証券申込みの受付および資金の受領に際してデュー・デリ

ジェンスを行うことを義務づける国内外の反マネー・ロンダリングおよびテロリズム防止規則（管理会社の場

合には1999年ガーンジー刑事司法(犯罪収益)(改正済)、2007年ガーンジー刑事司法(犯罪収益)(金融サービス

業)規制(改正済)ならびに金融犯罪およびテロリスト金融に関する金融サービス業向け委員会のハンドブッ

ク、名義書換事務代行会社の場合には2010年アイルランド刑事罰（マネーロンダリングおよびテロリスト金

融）規則を含むが、これに限られない。)（以下「適用あるAML法」という。）に服する。適用あるAML法によ

り、管理会社および／または名義書換事務代行会社は、国内外で調査を行い、その承知する調査結果および状

況を報告することを要求されている。

名義書換事務代行会社は、受益証券の申込みを行う投資家の身元の証明を要求する。したがって、受益証券

の申込人は、初回の受益証券の申込みの際には必ず、申込書の関連の項目に記入し、必要な添付書類とともに

提出しなければならない。身元確認の目的で要求された情報の提出に遅滞・不履行がある場合には、名義書換

事務代行会社は申込みや申込金の受理を拒否することができ、また、申込後に要求された情報については、情

報が提出されるまで買戻代金の支払を拒否することができる。

マネー・ロンダリングおよびテロリズム金融の抑止

マネー・ロンダリングおよびテロリズム金融の防止を目的とした措置は、投資家の身元、住所、資金源なら

びに該当する場合には、リスクについてセンシティブに対応して実質的な所有者の詳細な検証およびセレク

ション・ファンドとの取引関係の継続的な監視を必要とする。

一例として、個人投資家は、(ⅰ)正式名、旧名(旧姓等)およびその他の通称、(ⅱ)主たる居住地の住所、

(ⅲ)生年月日および出生地、(ⅳ)国籍、(ⅴ)職業、就いている公職および該当する場合には雇用者の氏名、な

らびに(ⅵ)公的な個人識別番号その他個人の写真が付された有効期限内の公的文書(例：パスポート、身分

証、居住許可証、社会保障記録、運転免許証)に記載された固有の識別番号を含む識別データの提供を求めら

れる。

一例として、法人の投資家の場合、法人としての法人格を確認するために以下の提出が求められる場合があ

る。(ⅰ)該当する場合、設立証書(またはその同等物)、(ⅱ)法人が解散、名簿抹消、清算または終了しておら

ず、現在そのいずれも進行中ではない旨の確認を含む、会社登録検索、(ⅲ)直近の監査済年次財務書類の写

し、(ⅳ)基本定款および通常定款または同等の設立関連文書の写し、(ⅴ)取締役名簿の写し、(ⅵ)株主名簿の

写し、(ⅶ)電子的情報源を含む、独立した情報照会先(例：ビジネス情報サービス)、ならびに(ⅷ)口座の開設

および口座署名者の登録を承認した取締役会決議の写し。

（中略）

受益証券の申込み

（中略）

関連するクラス受益証券の通貨建ての決済用キャッシュは、当該取引日の４営業日前の午後11時59分（ガー

ンジー時間）までに、名義書換事務代行会社が受領していなければならない。上記の時刻までに決済用キャッ

シュが受領されなかった場合、申込みはキャンセルされ、申込可能な翌取引日に処理されることがある。

（中略）
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当初申込み後、継続申込みは、（事前に名義書換事務代行会社が同意した様式または方法により、また名義

書換事務代行会社の要求に従って）電子的に受諾することもできる。

（後略）

 

２　買戻し手続等

＜訂正前＞

(1) 海外における買戻し手続等

（中略）

取引日に買い戻されたあらゆるクラス受益証券に関し、買戻代金は、受益証券の価格の決定から４営業日以

内に名義書換事務代行会社への当該受益者の指示に従い支払われる。かかるすべての支払は、受益者が別途指

示する場合を除き、当該ファンドの基準通貨で行われ、その際、管理会社またはその代理人は、当該受益者の

代理人として、その適正とみなす為替レートおよび条件により外国通貨の換算を行う。

受益証券一口当たり買戻価格は、信託証書に従い(特定のファンドに関しては当該ファンド証書に従い)決定

された受益証券一口当たり純資産価格とされる。

ファンドの純資産価格の計算が停止されている期間には買戻代金の支払は行われない。

買戻請求もまた、（書面により事前に名義書換事務代行会社が同意した様式または方法により）名義書換事

務代行会社の要求に従って、電子的に受諾することができる。ファクシミリまたは電子的に送信された買戻請

求は、支払が登録口座へ行われる場合のみ処理することができる。

（後略）

 

＜訂正後＞

(1) 海外における買戻し手続等

（中略）

取引日に買い戻されたあらゆるクラス受益証券に関し、買戻代金は、可及的速やかに、かつ通常受益証券の

価格の決定から４営業日前後に名義書換事務代行会社への当該受益者の指示に従い支払われる。ある特定の状

況下では、買戻代金が支払われるまでにより長い期間がかかる場合がある。かかるすべての支払は、当該ファ

ンドの基準通貨で行われる。

受益証券一口当たり買戻価格は、信託証書に従い(特定のファンドに関しては当該ファンド証書に従い)決定

された受益証券一口当たり純資産価格とされる。

ファンドの純資産価格の計算が停止されている期間には買戻代金の支払は行われない。

買戻請求もまた、（事前に名義書換事務代行会社が同意した様式または方法により）名義書換事務代行会社

の要求に従って、電子的に受諾することができる。ファクシミリまたは電子的に送信された買戻請求は、支払

が登録口座へ行われる場合のみ処理することができる。

（後略）
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４　資産管理等の概要

（５）その他

＜訂正前＞

(イ)ファンドの解散

（中略）

（c）　セレクション・ファンドの終了延期の特別決議が受益者により可決されないままセ

レクション・ファンドの終了日が到来した場合にはこれを解散することが投資ス

キーム説明書に定められている場合

（d）　信託財産の評価額が所定の期間（もしあれば）にわたって投資スキーム説明書に定

める価額以下となり、管理会社がセレクション・ファンドの解散を選択する場合に

はこれを解散することが投資スキーム説明書に定められている場合

（後略）

 

＜訂正後＞

(イ)ファンドの解散

（中略）

（c）　セレクション・ファンドの終了延期の特別決議が受益者により可決されないままセ

レクション・ファンドの終了日が到来した場合にはこれを解散することが英文目論

見書に定められている場合

（d）　信託財産の評価額が所定の期間（もしあれば）にわたって英文目論見書に定める価

額以下となり、管理会社がセレクション・ファンドの解散を選択する場合にはこれ

を解散することが英文目論見書に定められている場合

（後略）
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５　受益者の権利等

（１）受益者の権利等

＜訂正前＞

（前略）

さらに、ファンドの販売について、管理会社が自身の報酬から支払う報酬を受領する販売会社は、

当該報酬を受益者と分け合うことができる。

 

＜訂正後＞

（前略）

さらに、ファンドの販売について、管理会社が自身の報酬から支払う報酬を受領する販売会社は、

当該報酬を受益者と分け合うことができる。

ファンドへの投資に関連し、販売会社がその顧客に販売手数料（またはそれに相当するもの）を

課す場合がある。

 

　　次へ
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第三部　特別情報

第２　その他の関係法人の概況

 

１　名称、資本金の額及び事業の内容

＜訂正前＞

（１）HSBC プライベート・バンク（C.I.）リミテッド（「受託会社」）

　（HSBC Private Bank（C.I.）Limited）

①　資本金の額

　平成29年８月末日現在、800万米ドル（約８億8,336万円）

②　事業の内容

　受託会社は、ガーンジーにおいて昭和60年６月６日、有限責任会社として設立され、GY1 1EE、ガーン

ジー、セント・ピーター・ポート、パーク・ストリート、パーク・プレイスに登記上の事務所を有する。受

託会社は、HSBCグループの一社である。

　受託会社の主たる事業は、銀行および関連金融サービスを全世界の個人・法人顧客に対して提供すること

である。

 

＜訂正後＞

（１）HSBC プライベート・バンク（C.I.）リミテッド（「受託会社」）

　（HSBC Private Bank（C.I.）Limited）

①　資本金の額

　平成29年８月末日現在、800万米ドル（約８億8,336万円）

②　事業の内容

　受託会社は、ガーンジーにおいて昭和60年６月６日、有限責任会社として設立され、チャネル諸島、GY1

3NF、ガーンジー、セント・ピーター・ポート、セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス

に登記上の事務所を有し、委員会により規制されている。受託会社は、HSBCグループの一社である。

　受託会社の主たる事業は、銀行および関連金融サービスを全世界の個人・法人顧客に対して提供すること

である。

 

　　次へ
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別紙Ａ

ファンド概要

HSBC マルチ・アドバイザー・アービトラージ・ファンド

米ドル・クラス受益証券

＜訂正前＞

（前略）

４　ファンド概要

(ⅰ)当初発行価格 ：100.00米ドル

(ⅱ)基準通貨 ：米ドル

(ⅲ)クラス証券の通貨 ：米ドル

(ⅳ)受益証券の形態 ：累積型

(ⅴ)分配方針 ：すべての収益は、「再投資」される。

(ⅵ)取引日 ：受益証券の申込みの場合、毎暦月最終営業日の５営業日前までに申込みの指図が受

領されなければならない(評価時点は、当該暦月の最終営業日午後５時(ガーンジー

時間))。

 受益証券の買戻しの場合、四半期毎(買戻手数料が課されない。)または毎月(買戻手

数料が課される。)の以下の日。

●四半期毎の買戻しの場合、毎年２月、５月、８月および11月の初日までに買戻し

の指図が受領されなければならない(評価時点は、当該暦四半期の最終営業日午後

５時(ガーンジー時間))。

●毎暦月末の買戻しの場合、前暦月最終営業日の５営業日前までに買戻しの指図が

受領されなければならない(評価時点は、買戻しが行われる当該暦月最終営業日午

後５時(ガーンジー時間))。
 
(ⅶ)最低保有金額および取引単位：25,000米ドルまたは管理会社が裁量により決定する金額

(ⅷ)決算日 ：毎年４月の最終評価時点

(ⅸ)設立費用は、25,000米ドルを超えない。

(ⅹ)当初手数料 ：申込金額の最大3.15％(税抜き3.0％)の当初申込手数料を管理会社の裁量により課す

ことができる。

　　買戻手数料 ：管理会社の裁量により、毎月の買戻しの際に買戻代金の２％の買戻手数料を課すこ

とができる。四半期毎の買戻しの場合、買戻手数料は課されない。

　　年間手数料 ：管理報酬料率1.65％、受託報酬0.10％、売買スプレッド０％、成功報酬はインデッ

クス新規超過額の10％

 

５　投資制限

(a)ファンドは、選び抜かれたポートフォリオ・マネジャーが運用する確固たるミューチュアル・ファンドまた

は会社の持分または株式を直接取得するが、その場合、当該各投資先ファンドは、通貨、確定日払証券、エク

イティ、先物、オプション、ワラントその他適切と思われる商品を含むが、これらに限定されない全種類の資

産について相当の持分を保有する。

（中略）

９　投資先ファンド

純資産総額の10％を超えて投資している投資先ファンドは、以下のとおりである（平成29年８月末日現在）。
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①トゥー・シグマ・エクリプス・ケイマン・ファンド・リミテッド

（Two Sigma Eclipse Cayman Fund, Ltd.）

 

投資運用会社 トゥー・シグマ・インベストメンツ・エルエルシー（Two Sigma Investments, LLC）  

運用の基本方針 米国株式マーケット・ニュートラル・スタティスティカル  

主要な投資対象 当ファンドの戦略には、関連性の有無を問わず様々な証券および金融商品の価格の偏

差および不一致を特定し、利用することを目的とした、複雑で体系的な数式およびモ

デルの開発および適用が含まれる。これらの数式およびモデルは、通常、投資運用会

社による証券その他資産の売買を支援するために売買予想を生成することができる、

あるいはブローカーに直接売買注文を行うことができる高性能コンピューター（いわ

ゆる「ECN」すなわち電子取引ネットワークを含む。）を使用して開発および実行さ

れる。使用されるモデルは、極めて複雑なものであり、価格の不一致、非効率または

偏差を特定することを目的としたリアルタイムおよび過去の大量のデータの定量的分

析（および定量的分析ほどではないが技術的分析）に主に依拠している。また、マス

ター・ファンドは、コンピューター・ベースの定量的分析および技術的分析または両

種類の分析を様々な程度で組み合わせた戦略ではなく、ファンダメンタル分析および

アナリストの実施するリサーチを重視した戦略を実行することもある。

 

 

②トゥー・シグマ・スペクトラム・ケイマン・ファンド・リミテッド

（Two Sigma Spectrum Cayman Fund, Ltd.）

 

投資運用会社 トゥー・シグマ・インベストメンツ・エルエルシー（Two Sigma Investments, LLC）  

運用の基本方針 米国株式マーケット・ニュートラル  

主要な投資対象 当ファンドは、主に、投資運用会社が過去のデータを使用して開発およびクロス検証

を行った流動性のある金融商品に関する体系的戦略の追求に専念している。マス

ター・ファンドの戦略は、ある所与の時点において重要なシステマティック・リスク

を伴う場合があるが、投資運用会社は、マスター・ファンドのポートフォリオが長期

的には主要な市場指数および要因（金利または通貨の変動等）とほとんどまたは全く

相関性を有さないものとなると考えている。商業的に実行可能な場合、マスター・

ファンドは、取引および／または運営費用を削減するために、複数の戦略を一つの

ポートフォリオに統合することができる。これらの戦略による投資家の総リターン／

リスク比を高めるために、投資運用会社は、マスター・ファンドのエクスポージャー

および主要な株式指数その他金融要因との相関性を管理し、これらを制限しようとす

ることができる。マスター・ファンドのこのカテゴリーの投資戦略は、ポートフォリ

オの最適化手法およびポジション・エクスポージャー制限の双方によってリスクを管

理する。
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＜訂正後＞

（前略）

４　ファンド概要

(ⅰ)当初発行価格 ：100.00米ドル

(ⅱ)基準通貨 ：米ドル

(ⅲ)クラス証券の通貨 ：米ドル

(ⅳ)受益証券の形態 ：累積型

(ⅴ)分配方針 ：すべての収益は、「再投資」される。

(ⅵ)取引日 ：受益証券の申込みの場合、毎暦月最終営業日の５営業日前の午後11時59分(ガーン

ジー時間)までに申込みの指図が受領されなければならない(評価時点は、当該暦月

の最終営業日午後５時(ガーンジー時間))。

 受益証券の買戻しの場合、四半期毎(買戻手数料が課されない。)または毎月(買戻手

数料が課される。)の以下の日。

●四半期毎の買戻しの場合、毎年２月、５月、８月および11月の初日の午後11時59

分(ガーンジー時間)までに買戻しの指図が受領されなければならない(評価時点

は、当該暦四半期の最終営業日午後５時(ガーンジー時間))。

●毎暦月末の買戻しの場合、前暦月最終営業日の５営業日前の午後11時59分(ガーン

ジー時間)までに買戻しの指図が受領されなければならない(評価時点は、買戻し

が行われる当該暦月最終営業日午後５時(ガーンジー時間))。
 
(ⅶ)最低保有金額および取引単位：25,000米ドルまたは管理会社が裁量により決定する金額

(ⅷ)決算日 ：毎年４月の最終評価時点

(ⅸ)設立費用は、5,000米ドルを超えない。

(ⅹ)買戻手数料 ：管理会社の裁量により、毎月の買戻しの際に買戻代金の２％の買戻手数料を課すこ

とができる。四半期毎の買戻しの場合、買戻手数料は課されない。

　　年間手数料 ：管理報酬料率1.65％、受託報酬0.10％、売買スプレッド０％、成功報酬はインデッ

クス新規超過額の10％

 

５　投資制限

(a)ファンドは、選び抜かれたマネジャーが運用する投資先ファンドの持分を直接取得するが、その場合、当該

各投資先ファンドは、通貨、確定日払証券、エクイティ、先物、オプション、ワラントその他適切と思われる

商品を含むが、これらに限定されない全種類の資産について相当の持分を保有する。

（中略）
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９　投資先ファンド

純資産総額の10％を超えて投資している投資先ファンドは、以下のとおりである（平成29年11月末日現在）。

 

①トゥー・シグマ・スペクトラム・ケイマン・ファンド・リミテッド

（Two Sigma Spectrum Cayman Fund, Ltd.）

 

投資運用会社 トゥー・シグマ・インベストメンツ・エルエルシー（Two Sigma Investments, LLC）  

運用の基本方針 米国株式マーケット・ニュートラル  

主要な投資対象 当ファンドは、主に、投資運用会社が過去のデータを使用して開発およびクロス検証

を行った流動性のある金融商品に関する体系的戦略の追求に専念している。マス

ター・ファンドの戦略は、ある所与の時点において重要なシステマティック・リスク

を伴う場合があるが、投資運用会社は、マスター・ファンドのポートフォリオが長期

的には主要な市場指数および要因（金利または通貨の変動等）とほとんどまたは全く

相関性を有さないものとなると考えている。商業的に実行可能な場合、マスター・

ファンドは、取引および／または運営費用を削減するために、複数の戦略を一つの

ポートフォリオに統合することができる。これらの戦略による投資家の総リターン／

リスク比を高めるために、投資運用会社は、マスター・ファンドのエクスポージャー

および主要な株式指数その他金融要因との相関性を管理し、これらを制限しようとす

ることができる。マスター・ファンドのこのカテゴリーの投資戦略は、ポートフォリ

オの最適化手法およびポジション・エクスポージャー制限の双方によってリスクを管

理する。

 

 

②トゥー・シグマ・エクリプス・ケイマン・ファンド・リミテッド

（Two Sigma Eclipse Cayman Fund, Ltd.）

 

投資運用会社 トゥー・シグマ・インベストメンツ・エルエルシー（Two Sigma Investments, LLC）  

運用の基本方針 米国株式マーケット・ニュートラル・スタティスティカル  

主要な投資対象 当ファンドの戦略には、関連性の有無を問わず様々な証券および金融商品の価格の偏

差および不一致を特定し、利用することを目的とした、複雑で体系的な数式およびモ

デルの開発および適用が含まれる。これらの数式およびモデルは、通常、投資運用会

社による証券その他資産の売買を支援するために売買予想を生成することができる、

あるいはブローカーに直接売買注文を行うことができる高性能コンピューター（いわ

ゆる「ECN」すなわち電子取引ネットワークを含む。）を使用して開発および実行さ

れる。使用されるモデルは、極めて複雑なものであり、価格の不一致、非効率または

偏差を特定することを目的としたリアルタイムおよび過去の大量のデータの定量的分

析（および定量的分析ほどではないが技術的分析）に主に依拠している。また、マス

ター・ファンドは、コンピューター・ベースの定量的分析および技術的分析または両

種類の分析を様々な程度で組み合わせた戦略ではなく、ファンダメンタル分析および

アナリストの実施するリサーチを重視した戦略を実行することもある。
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別紙Ｂ

ファンド概要

HSBC GH ファンド

米ドル・クラス受益証券／ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券

＜訂正前＞

（前略）

４　ファンド概要

(ⅰ)当初発行価格 ：米ドル・クラス：100.00米ドル

ユーロ・ヘッジ・クラス：100.00ユーロ

(ⅱ)基準通貨 ：米ドル

(ⅲ)クラス証券の

　　通貨

：米ドル・クラス：米ドル

ユーロ・ヘッジ・クラス：ユーロ

(ⅳ)受益証券の形態 ：累積型

(ⅴ)分配方針 ：すべての収益は、「再投資」される。

(ⅵ)取引日 ：受益証券の申込みの場合、毎暦月最終営業日の５営業日前までに申込みの指図が発せら

れなければならない(評価時点は、当該暦月の最終営業日午後５時(ガーンジー時間))。

 受益証券の買戻しの場合、前暦月最終営業日の５営業日前までに申込みの指図が受領さ

れなければならない(評価時点は、買戻しが行われる当該暦月最終営業日午後５時(ガー

ンジー時間))

(ⅶ)最低保有金額および取引単位：

 　米ドル・クラス：25,000米ドルまたは管理会社がその裁量で決定する金額

ユーロ・ヘッジ・クラス：25,000ユーロまたは管理会社がその裁量で決定する金額

(ⅷ)決算日 ：毎年４月の最終評価時点

(ⅸ)設立費用は、25,000米ドル(または各クラスの通貨建てで25,000米ドル相当額)を超えない。

(ⅹ)当初手数料 ：申込金額の最大3.24％(税抜き3.0％)の当初申込手数料を管理会社の裁量により課すこ

とができる。

　　買戻手数料 ：買戻手数料は課されない。

　　年間手数料 ：管理報酬料率1.65％、受託報酬0.10％、売買スプレッド０％、成功報酬は、インデック

スの新規超過額の10％である。

 

５　投資制限

(a)ファンドは、選び抜かれたポートフォリオ・マネジャーが運用する確固たるミューチュアル・ファンドまた

は会社である投資先ファンドの持分または株式を直接取得するが、その場合、当該各投資先ファンドは、通

貨、確定日払証券、エクイティ、先物、オプション、ワラントその他適切と思われる商品を含むが、これらに

限定されない全種類の資産について相当の持分を保有する。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

４　ファンド概要

(ⅰ)当初発行価格 ：米ドル・クラス：100.00米ドル

ユーロ・ヘッジ・クラス：100.00ユーロ

(ⅱ)基準通貨 ：米ドル
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(ⅲ)クラス証券の

　　通貨

：米ドル・クラス：米ドル

ユーロ・ヘッジ・クラス：ユーロ

(ⅳ)受益証券の形態 ：累積型

(ⅴ)分配方針 ：すべての収益は、「再投資」される。

(ⅵ)取引日 ：受益証券の申込みの場合、毎暦月最終営業日の５営業日前の午後11時59分(ガーンジー

時間)までに申込みの指図が発せられなければならない(評価時点は、当該暦月の最終営

業日午後５時(ガーンジー時間))。

 受益証券の買戻しの場合、前暦月最終営業日の５営業日前の午後11時59分(ガーンジー

時間)までに申込みの指図が受領されなければならない(評価時点は、買戻しが行われる

当該暦月最終営業日午後５時(ガーンジー時間))

(ⅶ)最低保有金額および取引単位：

 　米ドル・クラス：25,000米ドルまたは管理会社がその裁量で決定する金額

ユーロ・ヘッジ・クラス：25,000ユーロまたは管理会社がその裁量で決定する金額

(ⅷ)決算日 ：毎年４月の評価時点

(ⅸ)設立費用は、5,000米ドル(または各クラスの通貨建てで5,000米ドル相当額)を超えない。

(ⅹ)買戻手数料 ：買戻手数料は課されない。

　　年間手数料 ：管理報酬料率1.65％、受託報酬0.10％、売買スプレッド０％、成功報酬は、インデック

スの新規超過額の10％である。

 

５　投資制限

(a)ファンドは、選び抜かれたマネジャーが運用する投資先ファンドの持分を直接取得するが、その場合、当該

各投資先ファンドは、通貨、確定日払証券、エクイティ、先物、オプション、ワラントその他適切と思われる

商品を含むが、これらに限定されない全種類の資産について相当の持分を保有する。

（後略）
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別紙Ｃ

定義

＜訂正前＞

（前略）

  

「転換アービトラージ」 一部のヘッジ・ファンドが採用する投資戦略である。詳細については、「第二部

ファンド情報 第１ ファンドの状況 2 投資方針 ③オルタナティブ投資運用」を

ご参照下さい。

（中略）

  

「ディストレスト証券」 一部のヘッジ・ファンドが採用する投資戦略である。詳細については、「第二部

ファンド情報 第１ ファンドの状況 2 投資方針 ③オルタナティブ投資運用」を

ご参照下さい。

  

「デュー・ディリジェンス」 様々なヘッジ・ファンドのマネジャーの運営構造、リソース、リスク要因、顧客

サービス等を分析するために投資顧問会社が用いる評価手続をいう。

（中略）

  

「債券アービトラージ」 一部のヘッジファンドが採用する投資戦略である。詳細については、「第二部

ファンド情報 第１ ファンドの状況 2 投資方針 ③オルタナティブ投資運用」を

ご参照下さい。

（中略）

  

「グローバル・マクロ」 一部のヘッジ・ファンドが採用する投資戦略である。詳細については、「第二部

ファンド情報 第１ ファンドの状況 2 投資方針 ③オルタナティブ投資運用」を

ご参照下さい。

  

「ヘッジ・ファンド」 ファンド・マネジャーが選択する商品および戦略についてかなりの柔軟性がある

ことを主な特徴とするオルタナティブ投資をいう。ヘッジ・ファンドにおいて

は、デリバティブ商品、空売り、およびレバレッジがしばしば用いられる。

（中略）

  

「HSBCグループ」 連合王国において設立された会社であるHSBCホールディングス・ピーエルシーの

子会社または関連会社をいう。

（中略）

  

「参照通貨」 別紙「ファンド概要」に記載する受益証券の発行通貨をいう。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）
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「転換アービトラージ」 一部のヘッジ・ファンドが採用する投資戦略である。詳細については、「第二部

ファンド情報 第１ ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針－オルタナティブ

投資運用」をご参照下さい。

（中略）

  

「ディストレスト証券」 一部のヘッジ・ファンドが採用する投資戦略である。詳細については、「第二部

ファンド情報 第１ ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針－オルタナティブ

投資運用」をご参照下さい。

  

「デュー・ディリジェンス」 投資先ファンドのマネジャーの運営構造、リソース、リスク要因、顧客サービス

等を分析するために投資顧問会社が用いる評価手続をいう。詳細については、

「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　２　投資方針　（１）投資方

針－ファンド・マネジャーの選択」を参照のこと。

（中略）

  

「債券アービトラージ」 一部のヘッジファンドが採用する投資戦略である。詳細については、「第二部

ファンド情報 第１ ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針－オルタナティブ

投資運用」をご参照下さい。

（中略）

  

「グローバル・マクロ」 一部のヘッジ・ファンドが採用する投資戦略である。詳細については、「第二部

ファンド情報 第１ ファンドの状況 2 投資方針 (1)投資方針－オルタナティブ

投資運用」をご参照下さい。

  

「ヘッジ・ファンド」 投資先ファンド・マネジャーが選択する商品および戦略についてかなりの柔軟性

があることを主な特徴とするオルタナティブ投資をいう。ヘッジ・ファンドにお

いては、デリバティブ商品、空売り、およびレバレッジがしばしば用いられる。

（中略）

  

「HSBCグループ」 連合王国において設立された会社であるHSBCホールディングス・ピーエルシーの

子会社または関連会社をいう。

  

「投資顧問会社」 HSBCオルタナティブ・インベストメンツ・リミテッドをいう。

（中略）

  

「参照通貨」 別紙「ファンド概要」に記載する受益証券クラスの発行通貨をいう。

（後略）
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